
鵬
　
　
　
清
代
成
豊
朝
に
お
け
る
潅
南
盤
政

佐
　
　
　
伯
　
　
　
　
　
富

　
　
　
　
　
目
　
　
　
　
衣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
准
盤
片
引
不
至
。

　
　
　
　
一
、
長
江
梗
阻
と
票
法
の
崩
壊

　
　
　
ご
・
叢
の
借
蓮
　
　
　
　
　
　
　
’
と
見
え
、
叉
鑛
法
志
釜
一
四
に
は

　
　
　
三
・
鄭
稔
（
塩
董
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
威
豊
軍
興
。
岸
懸
商
散
。
北
則
軍
隊
林
立
。
餉
盤
施
斥
。
南
則
江
路
梗
塞
。

　
　
　
四
、
就
場
徴
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
片
引
不
行
。
票
法
於
是
乎
大
壌
。

　
　

　
　
　
　
　
「
長
江
梗
阻
と
票
法
の
崩
壊
　
　
－
　
揚
子
江
溜
岸
の
主
要
都
箸
陥
落
し
・
江
路
が
梗
學
る
と
、
准
南
、
鯛

　
准
南
盛
政
は
陶
樹
と
陸
建
海
と
の
改
革
に
よ
っ
て
、
明
代
以
來
の
　
　
盤
は
そ
の
行
塩
地
の
大
部
分
を
う
じ
な
う
こ
と
と
な
り
大
打
撃
を
被

積
弊
が
慶
除
せ
ら
れ
、
そ
の
成
果
に
は
見
る
べ
き
屯
の
が
あ
っ
た
が
、
　
っ
た
。

陸
建
瀬
の
准
南
盤
政
改
革
と
同
じ
年
、
印
ち
道
光
三
十
年
（
一
八
五
　
　
　
こ
の
潅
南
盤
の
蓮
錆
に
致
命
傷
を
與
え
た
も
の
は
行
塩
地
の
喪
失

O
Y
に
は
廣
西
に
洪
秀
全
が
叛
齪
を
起
し
、
そ
の
勢
力
は
燈
原
の
火
　
　
と
共
に
運
商
帥
ち
運
塩
商
人
の
波
落
で
あ
る
。
全
國
の
大
資
本
瀧
擁

の
如
く
蔓
延
し
、
敷
年
に
し
て
敷
省
を
席
捲
し
、
成
豊
三
年
（
一
八
五
　
　
す
る
運
商
は
、
概
ね
准
南
盤
の
集
散
地
揚
州
に
集
り
居
佳
し
て
い
た

三
）
二
月
に
は
江
寧
（
南
京
）
も
陥
落
し
た
。
．
こ
れ
が
た
め
に
、
准
　
　
の
で
あ
る
が
、
准
南
盤
法
紀
略
巻
一
「
督
墜
院
恰
〔
良
〕
就
場
徴
課
井

南
璽
法
紀
略
巻
三
「
湖
廣
督
院
官
〔
文
〕
由
楚
招
商
探
辮
准
麹
摺
」
に
　
　
改
道
運
錆
摺
L
（
戌
豊
三
年
九
月
）
に

　
楚
省
例
食
潅
璽
。
自
威
豊
三
年
。
磐
逆
鋸
擾
金
陵
。
江
路
梗
阻
。
商
費
星
散
。
　
　
逆
匪
由
湖
廣
鼠
。
至
九
江
・
安
徽
江
寧
。
井
焔
鎭
江
．
揚
州
爾
府
。
不
特
推



　
　
　
南
引
地
。
無
不
被
其
蹟
躇
・
印
商
入
之
於
鎭
・
揚
二
郡
者
。
十
有
八
九
。
亦
　
　
盤
濟
食
分
岸
納
課
濟
餉
疏
し
（
騎
文
忠
公
奏
議
巻
五
湘
中
稿
乙
卯
下
）

　
　
　
悉
遭
茶
毒
。
以
致
盤
務
更
形
敗
壌
。
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
剛
　
　
，

　
　
と
見
え
る
よ
う
に
、
揚
州
・
鎭
江
の
運
商
は
殆
ん
ど
全
部
そ
の
陥
落
　
。
　
今
潅
盤
之
利
。
不
瞬
於
官
。
不
露
於
民
。
而
且
潜
脇
於
賊
。
（
中
略
）
各
威
並

　
　
に
よ
っ
て
波
落
し
た
よ
う
で
あ
る
。
初
め
揚
州
の
臨
商
は
太
準
軍
の
　
　
　
有
販
蓮
穀
米
硝
磧
。
潜
越
下
游
荒
僻
洲
渚
。
搬
堤
韓
鰯
。
與
賊
易
盤
。
獲
利

　
　
揚
州
に
迫
ら
ん
と
す
る
や
、
醸
金
し
て
太
孕
軍
に
賄
い
、
そ
の
攻
略
　
　
　
之
事
。
姦
民
胃
死
趨
利
。
本
爲
法
所
難
防
。
小
民
方
虞
買
食
維
顛
。
量
邊
問

　
　
を
冤
れ
ん
と
し
た
が
・
太
亭
軍
の
方
で
も
絵
程
盤
商
の
財
に
は
目
が
　
　
、
其
所
自
。

　
　
眩
ん
だ
と
見
え
蕩
州
を
陥
落
し
て
翫
・
こ
の
大
資
本
を
擁
す
る
と
見
え
、
又
曾
文
正
公
全
集
奏
蓉
六
．
請
部
需
引
轟
抵
餉
摺
、

　
　
揚
州
゜
鎭
江
の
運
商
の
没
落
が
轟
に
蹉
跣
を
來
し
た
こ
と
は
い
う
に
も
　
’
　
・

ま
灘
蕃
ギ
饗
買
す
る
董
自
ら
篭
欝
妊
蕪
蕪
難
鷲
獅
肛
糖
評

舞
い
・
場
塞
叢
蓉
し
な
い
と
、
竈
轟
は
販
疑
、
服
驕
鰯
耀
驚
聴
不
克
設
法
行
鞠
自
食
之
而
一

　
　
路
を
失
う
の
で
生
産
を
停
止
す
る
か
、
或
は
生
轟
を
闇
に
流
さ
ざ
と
見
え
・
ま
た
鑛
法
志
塗
一
二
二
盛
奉
四
月
の
條
に
は

　
　
る
を
得
な
い
。
當
時
准
南
で
は
竈
戸
の
讐
出
費
が
行
わ
れ
す
、
盤
　
去
年
自
岳
州
以
下
灘
起
・
及
武
゜
漢
゜
黄
州
・
下
至
武
穴
゜
難
゜
九
江

　
　
場
に
は
盤
が
山
積
し
、
瞳
一
斤
一
鐘
に
ま
で
暴
落
し
た
。
そ
の
た
め
　
　
等
庭
。
皆
食
賊
中
之
潅
盤
。
皆
從
賊
管
騰
讐
而
來
。
本
年
在
江
西
。
見
東
北

　
　
に
盤
場
の
多
数
の
竈
戸
が
困
窮
す
る
の
み
な
ら
す
、
瞳
の
運
搬
を
以
　
　
　
各
州
縣
。
偏
食
賊
中
私
懸
。
國
家
大
利
・
國
家
引
地
。
該
逆
暗
中
奪
去
。
殊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

　
　
て
生
業
と
す
る
数
十
萬
の
螢
働
者
が
失
業
を
冤
れ
な
い
。
こ
れ
を
放
　
　
　
堪
痛
恨
。

　
　
置
す
れ
ば
彼
等
が
賊
の
陣
螢
に
走
る
の
は
火
を
謄
る
よ
り
も
明
ら
か
　
　
と
見
え
て
い
る
。

　
　
・
で
あ
る
。
實
際
こ
の
頃
は
、
特
に
准
南
盤
場
の
璽
が
多
量
に
太
準
軍
　
　
　
以
上
は
主
と
し
て
生
産
・
蓮
搬
の
部
面
か
ら
潅
南
塵
崩
壌
の
状
況

鰯
　
の
陣
菅
に
流
れ
て
そ
の
密
費
に
供
し
て
い
た
。
騎
乗
章
の
「
探
買
潅
　
　
を
考
察
し
た
の
で
あ
る
が
、
消
費
の
面
に
お
い
て
も
、
そ
の
謝
策
が



0
7
@
強
く
要
望
せ
ら
れ
て
い
た
。
い
ま
湖
南
省
に
例
を
と
っ
て
み
る
と
、
　
　
米
の
販
路
を
失
い
、
農
民
は
穀
唱
石
を
以
て
す
る
竜
盤
十
斤
を
買
う

5　
　
湖
南
省
は
こ
れ
ま
で
そ
の
消
費
の
七
八
割
ま
で
が
潅
南
塵
に
依
存
し
　
　
こ
と
が
出
來
ぬ
有
様
で
淡
食
に
苦
ん
で
い
た
。
ま
た
軍
人
も
盤
の
配

　
　
て
い
た
。
商
人
は
穀
米
・
煤
…
茨
・
桐
茶
油
・
木
紙
・
鐵
そ
の
他
の
土
　
　
給
が
な
く
、
筋
力
が
疲
乏
し
て
病
氣
と
な
る
者
が
多
く
、
當
時
湖
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る

　
　
産
を
漢
口
ま
で
蓮
搬
し
て
販
費
し
、
そ
の
見
返
り
と
し
て
盤
を
買
い
　
　
省
に
お
い
て
は
盤
の
嵌
乏
が
重
大
問
題
と
な
っ
て
い
た
。

　
　
求
め
て
蹄
り
、
こ
れ
を
各
州
縣
に
販
費
し
て
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
盤
の
嵌
乏
は
湖
南
の
み
な
ら
す
，
湖
北
・
江
西
・
河
南
・
江
蘇
・

　
　
　
｝
薩
、
潅
南
塵
は
湖
北
・
湖
南
・
江
西
が
そ
の
主
要
な
行
盤
地
で
　
　
安
徽
な
ど
他
の
行
盤
地
域
に
お
い
て
も
全
く
同
様
で
、
民
衆
は
肇
の

　
　
あ
る
が
、
江
西
省
で
は
磐
盤
・
漸
盤
・
閲
盤
な
ど
の
隣
私
が
甚
だ
し
　
、
飲
乏
の
た
め
に
苦
ん
で
い
た
ゆ
こ
の
民
衆
の
騒
の
嵌
乏
に
乗
じ
て
太

　
　
く
、
湖
北
省
で
は
川
盤
・
瀦
盤
・
潅
北
票
私
の
侵
灌
が
旺
盛
で
あ
っ
　
　
雫
軍
が
准
南
肇
行
錆
の
要
衝
を
占
撮
し
て
塵
利
を
猫
占
し
よ
う
と
す

　
　
て
鶴
が
滞
錆
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
湖
南
省
は
轟
各
省
か
ら
遠
　
る
の
み
な
ら
す
、
恐
ら
く
塵
を
暴
に
配
給
す
る
て
と
に
よ
．
て
、
一

　
　
く
隔
っ
て
お
り
、
且
つ
ま
た
男
塵
も
三
咬
・
五
嶺
の
瞼
が
あ
り
、
侵
　
　
民
心
の
牧
捷
を
計
る
と
い
う
こ
と
も
や
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
　
7
2

　
　
灌
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
江
西
・
湖
北
に
比
べ
る
と
、
准
南
盤
の
行
　
　
黙
か
ら
も
、
民
衆
に
盤
を
配
給
し
て
や
る
と
い
う
こ
と
が
政
府
と
し
　
一

　
　
鎗
が
容
易
で
あ
り
、
額
引
の
外
に
な
お
湖
北
額
引
の
う
ち
十
萬
引
を
　
　
て
も
喫
緊
の
急
務
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
こ
こ
に
一
時
的
な
便
法
に
も

　
　
融
錆
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
太
亭
軍
が
南
京
を
占
　
　
せ
よ
、
何
と
か
璽
政
の
改
革
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
必
要
に
迫
ら
れ
て

　
　
領
し
長
江
が
梗
塞
し
て
以
來
、
准
南
盤
は
片
引
も
來
な
く
な
っ
た
。
　
　
來
た
の
で
あ
る
。

　
　
ま
た
、
こ
の
頃
廣
東
．
廣
西
で
も
事
故
が
多
く
、
箏
盤
も
來
ら
す
、
　
　
　
｝
方
、
政
府
と
し
て
も
、
太
平
軍
鎭
定
の
た
め
こ
多
額
の
軍
事
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
　
湖
南
省
で
は
璽
が
歓
乏
し
塵
債
は
暴
騰
し
て
民
衆
は
困
窮
し
た
。
元
　
　
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
竪
政
の
崩
壌
に
よ
っ
て
多
額
の
牧
入

　
　
來
湖
南
省
は
穀
倉
と
し
て
米
の
生
産
が
甚
だ
多
く
、
農
民
は
米
を
費
゜
を
失
っ
て
い
た
。
成
豊
初
年
、
潅
南
璽
は
陸
建
瀬
の
盤
政
改
革
に
よ

　
　
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
丁
度
成
　
　
っ
て
五
百
鹸
萬
爾
の
牧
入
を
あ
げ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
殆
ん
ど
み
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
豊
五
年
の
頃
は
武
昌
・
漢
口
が
太
準
軍
に
占
嫁
せ
ら
れ
た
た
め
に
、
　
　
失
っ
て
い
る
。
前
掲
騎
乗
章
の
上
奏
文
中
に



　
　
國
家
爾
潅
盤
課
正
雑
各
款
。
毎
歳
共
銀
六
百
鯨
萬
爾
。
爲
経
入
一
大
宗
。
三
　
　
と
見
え
る
よ
ヴ
に
、
湖
北
．
湖
南
が
潅
南
行
盤
地
に
お
い
て
い
か
に

　
　
載
以
來
。
兵
餉
増
敷
千
萬
之
出
。
騨
課
失
二
千
萬
之
入
。
兵
事
方
殿
。
餉
源
　
　
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
判
明
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
早
澗
。
用
兵
各
著
。
均
抱
隙
憂
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
准
南
塩
政
の
改
革
が
先
づ
湖
廣
か
ら
着
手
せ
ら
れ
た
そ
の
理
由
は
主

　
　
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
塵
政
の
弊
壌
に
よ
っ
て
重
要
な
財
源
た
る
　
　
と
し
て
こ
の
黙
に
存
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
璽
利
を
失
ρ
た
と
い
う
こ
と
は
、
政
府
の
財
政
に
は
大
打
撃
で
あ
っ

　
　
た
箱
違
な
い
・
こ
う
い
っ
た
政
府
の
立
場
か
ら
も
准
南
護
の
改
　
　
　
．
二
、
鄭
塵
の
借
蓮

　
　
蒙
焦
眉
の
問
題
と
し
て
璽
せ
ら
れ
る
垂
．
た
の
で
あ
る
。
　
先
痛
北
に
於
て
は
蕩
廣
馨
張
亮
基
の
奏
請
に
よ
り
・
盛

　
　
　
き
ろ
で
准
轟
の
行
鑑
と
し
護
も
葺
な
位
置
を
占
碧
三
年
二
月
・
羅
乏
の
鷹
饗
と
し
て
四
川
攣
千
裂
借
運
す
る

　
　

ﾌ
は
湖
北
．
湖
南
．
江
西
の
三
省
で
あ
．
た
．
准
南
額
引
は
蓬
海
こ
と
と
し
た
・
最
初
は
蒙
准
北
攣
の
借
錆
も
議
に
上
っ
た
が
、
一

　
　
が
准
南
餐
を
肇
し
た
際
百
九
萬
鯨
引
と
定
め
た
の
で
あ
る
が
、
　
共
に
程
途
遙
遠
で
・
申
途
に
は
山
禦
轟
す
る
所
も
あ
っ
て
陸
蓮
招

　
　

ｻ
の
う
ち
湖
北
は
約
五
＋
五
萬
瀦
、
湖
南
は
二
＋
二
萬
欝
、
江
の
要
募
り
・
多
額
の
運
馨
を
琴
る
・
こ
れ
に
野
し
・
川
讐
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ケ

　
　
西
は
二
＋
七
萬
飴
引
行
錆
し
て
い
た
。
即
ち
こ
の
三
省
を
以
て
准
南
揚
子
江
に
よ
り
蓉
易
に
船
運
す
る
こ
と
が
出
來
る
か
ら
、
蓮
嚢

　
　
璽
の
殆
ん
ど
全
部
を
消
化
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
就
申
湖
廣
は
准
　
　
が
安
償
で
あ
る
。
又
成
本
も
輕
く
塩
質
も
良
好
で
あ
る
の
で
、
途
に

　
　
轟
の
約
七
割
を
行
錆
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
瞳
課
に
貧
て
も
四
川
璽
借
錆
と
決
定
し
た
・
と
こ
ろ
で
太
董
が
漢
・
姦
擾
し
て

　
　
ま
た
そ
の
六
割
を
湖
廣
か
ら
徴
牧
し
て
い
た
。
婁
正
公
全
集
籍
以
來
・
票
商
大
商
は
逃
亡
し
て
請
負
う
者
が
な
い
・
官
婆
行
わ
ん

　
　
巻
三
三
．
請
禁
川
私
行
叢
復
潅
南
引
地
摺
、
に
　
　
　
と
し
て
も
資
本
が
な
い
・
巳
む
を
箏
・
天
子
よ
り
四
川
督
臣
に
勅

　
　
@
鰻

?
?
頼
]
慧
繕
渥
揃
難
雛
耀
嚢
渠
飾
し
て
、
川
盤
二
千
引
毒
し
て
も
ら
い
、
璽
課

　
　
　
不
過
＋
之
三
・
徴
諸
爾
湖
者
・
則
居
＋
之
六
・
是
潅
綱
之
興
替
・
窺
難
そ
の
他
の
項
款
は
、
湖
北
薯
よ
り
四
川
に
解
交
す
る
こ
と
と
し
、

鵬
　
　
之
暢
滞
爲
轄
移
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
江
路
焔
清
し
、
准
引
が
通
暢
す
る
を
侯
り
て
、
鶴
章
に
照
し
て
辮
理



　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

0
9
@
す
る
こ
と
と
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
様
の
螢
働
者
の
失
業
問
題
は
准
南
盤
場
並
に
行
盤
地
に
お
い
て
も

5　
　
　
因
み
に
、
こ
の
便
法
は
江
路
粛
清
後
も
奮
制
に
復
す
る
能
わ
ナ
、
　
　
惹
起
し
た
。
准
南
璽
の
生
産
・
蓮
搬
・
販
費
の
組
織
が
四
川
盤
の
ぞ

　
　
な
が
く
川
准
髪
方
の
政
治
家
・
商
人
の
孚
論
の
中
心
問
題
と
な
っ
た
　
　
れ
に
数
倍
す
る
大
規
模
の
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
螢
働
者
の
失
業

　
　
が
、
途
に
未
解
決
の
ま
ま
清
朝
は
滅
亡
し
た
。
蓋
し
、
噸
度
、
四
川
　
　
問
題
も
さ
ら
に
深
刻
で
あ
っ
た
。
曾
丈
正
公
全
集
奏
稿
雀
三
三
「
請

　
　
璽
を
准
南
行
臨
地
に
行
錆
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
増
産
を
行
わ
な
け
　
　
禁
川
私
行
楚
牧
復
准
南
引
地
摺
」
に

　
　
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
た
め
に
新
た
に
螢
働
者
を
雇
傭
し
な
け
れ
　
　
　
准
南
通
泰
二
十
場
。
垣
商
煎
丁
以
及
鉤
損
．
梱
忙
人
等
。
不
下
敷
百
萬
。
兵

　
　
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
生
産
鷺
を
四
川
か
ら
湖
廣
に
運
搬
す
る
た
め
に
も
　
　
　
荒
年
久
。
困
苦
顛
連
。
為
從
來
所
未
有
。
…
．
場
商
倒
激
之
家
固
衆
。
而
煎

　
　
姦
の
蕩
者
を
必
要
と
す
る
・
元
來
四
川
省
は
豊
沃
姦
で
あ
り
・
響
役
失
蓬
人
尤
多
．
比
之
川
省
業
響
。
何
止
警
。

舗
諜
馨
ガ
難
蝶
趾
抄
縫
雛
難
難
羅
盤
並
川
堕
侵
占
情
形
塵
（
盛
匹

で
も
毎
年
嚢
人
を
下
ら
な
か
星
こ
れ
ら
の
流
民
が
雛
辱
梱
騨
羅
盤
灘
噸
難
聾
灘
騨
」

　
　
起
さ
な
か
．
た
の
は
霧
關
係
の
勢
働
に
耀
傭
さ
れ
自
活
の
道
が
開
　
千
・
亦
因
無
響
蓮
・
窮
迫
霧
・
蓋
准
南
暑
商
以
至
鑑
夫
叢
＋
萬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
か
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
今
太
準
軍
　
　
　
人
。
此
爾
月
間
。
皆
皇
皇
焉
若
生
計
之
將
盤
者
。

　
　
の
叛
齪
が
雫
定
し
、
江
路
が
粛
清
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
四
　
　
と
見
え
て
い
る
。
前
掲
の
不
下
激
百
萬
は
不
下
数
十
百
萬
と
訂
正
す

　
　
川
盤
を
准
南
行
壁
地
に
行
錆
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
と
、
四
川
盤
務
　
　
べ
き
で
あ
ろ
う
。
右
の
記
載
に
よ
っ
て
も
判
明
す
る
よ
う
に
、
准
南

　
　
に
關
係
し
た
多
数
の
勢
働
者
が
失
業
の
憂
目
に
あ
わ
な
け
れ
ば
な
ら
　
　
塵
の
生
産
・
運
搬
・
販
費
に
關
係
し
て
生
計
を
立
て
て
い
る
螢
働
者

　
　
ぬ
。
多
数
の
失
業
者
を
放
置
す
る
こ
と
は
叛
齪
の
勃
獲
を
獣
認
す
る
　
　
商
人
等
は
数
＋
萬
人
乃
至
百
萬
人
に
達
し
、
そ
の
家
族
を
敏
う
れ
ば

　
　
こ
と
に
も
な
る
の
で
、
爲
政
者
と
し
て
も
四
川
塵
の
准
南
行
塵
地
へ
　
　
数
百
萬
人
に
も
及
ぶ
で
あ
ろ
う
。
曾
國
藩
の
右
の
上
奏
文
は
准
南
行

　
　
の
行
錆
を
容
易
に
停
止
す
る
こ
と
が
出
來
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
　
　
踵
地
が
太
李
軍
に
占
擦
せ
ら
れ
て
か
ら
後
十
敬
年
後
の
情
況
に
つ
い



　
　
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
准
南
行
盛
地
の
喪
失
に
よ
っ
て
か
か
る
　
　
せ
し
め
、
准
運
を
利
導
す
る
と
共
に
、
楚
岸
の
嵌
盤
、
踊
債
の
昂
貴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
多
量
の
失
業
者
が
生
t
た
の
で
あ
る
。
濫
南
行
塵
地
の
牧
復
問
題
が
　
　
に
鉗
庭
せ
し
め
て
い
る
。
　
　
　
　
・

　
　
清
朝
末
に
お
い
て
重
大
な
政
治
問
題
と
化
し
た
所
以
も
實
に
こ
こ
に
　
　
　
と
こ
ろ
が
、
水
師
を
整
頓
し
て
巡
防
を
嚴
に
し
た
た
め
江
路
が
暢

　
　
存
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
稿
を
更
め
　
　
通
し
た
と
は
い
う
も
の
の
、
な
お
澹
江
の
各
虞
に
太
準
軍
の
陣
螢
が

　
　
て
論
す
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
っ
て
叢
動
を
綾
け
た
の
で
、
瞳
の
挽
運
が
危
瞼
で
あ
っ
た
。
そ
の

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
隣
盤
の
借
錆
は
湖
南
に
お
い
て
も
お
こ
な
わ
れ
、
こ
　
　
上
鐘
便
水
脚
等
の
成
本
が
過
重
で
あ
り
、
而
も
沿
江
各
虚
の
瞳
驚
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
れ
よ
り
先
、
張
亮
基
の
湖
南
巡
撫
の
時
代
に
磐
盤
を
借
錆
し
て
い
御
。
　
徴
牧
が
甚
だ
し
く
、
從
前
の
正
課
の
敷
倍
に
も
上
る
有
様
で
あ
っ
た

　
　
し
か
し
、
四
川
官
塵
の
借
錯
は
こ
と
創
始
に
屡
し
、
章
程
が
未
だ
充
　
　
の
で
、
癒
募
の
楚
商
が
な
く
、
大
し
た
数
も
牧
め
え
な
か
っ
た
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
分
に
備
わ
ら
な
か
．
た
の
で
、
最
初
は
あ
ま
り
贅
が
な
か
．
た
が
、
で
あ
る
。
こ
の
准
塩
探
買
の
講
つ
い
て
は
覇
南
巡
露
乗
章
が
副

　
　
成
豊
五
年
（
一
八
五
五
）
官
丈
が
湖
廣
総
督
と
な
り
、
宜
昌
・
沙
市
に
　
　
已
に
成
豊
五
年
に
准
塩
十
萬
引
を
採
買
し
、
漸
河
に
道
を
借
り
て
搬
　
7
5

　
　
局
未
を
設
け
、
私
盤
の
緯
捕
に
つ
と
め
、
鷺
課
の
牧
納
に
努
力
し
た
　
．
蓮
し
、
民
食
を
足
ら
し
餉
需
に
充
て
ん
と
請
う
た
が
、
江
西
蓮
道
未
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

　
　
結
果
、
漸
く
成
果
を
牧
め
つ
つ
あ
っ
た
。
然
る
に
、
威
豊
十
年
（
一
　
－
だ
粛
清
せ
ら
れ
す
、
實
現
に
至
ら
な
か
っ
た
。

　
　
八
六
〇
）
四
川
省
に
は
匪
徒
の
叛
齪
が
勃
嚢
し
、
井
竈
産
臨
地
画
は
躁
　
　
　
以
上
は
楚
省
に
於
け
る
隣
臨
借
運
の
大
略
に
つ
い
て
述
べ
た
の
で

　
　
躇
せ
ら
れ
、
商
賞
は
形
勢
を
観
望
し
て
前
ま
す
、
四
川
省
内
で
も
盤
・
　
あ
る
が
、
江
西
に
於
て
も
全
く
同
様
で
、
’
太
卒
軍
が
江
寧
府
を
攻
陥

　
　
の
飲
乏
を
來
し
た
た
め
に
塵
債
は
験
か
に
増
長
し
、
毎
斤
八
九
十
文
　
　
し
て
以
來
、
江
路
杜
絶
し
て
准
南
臨
は
片
引
も
至
ら
す
、
成
豊
三
年

　
　
か
ら
百
文
以
上
に
は
ね
上
っ
た
。
ち
よ
う
ど
、
こ
の
頃
楚
北
で
は
水
　
　
五
月
に
は
、
慮
急
の
策
と
し
て
差
當
り
磐
臨
六
萬
引
を
借
撲
し
て
民

　
　
師
を
整
頓
し
、
長
江
上
下
に
は
磁
船
を
分
設
し
て
巡
防
を
嚴
に
し
た
　
　
食
を
救
濟
す
る
策
を
立
て
た
が
、
成
績
香
し
か
ら
す
、
建
昌
一
府
で

　
　
た
め
に
、
商
船
は
随
時
挽
運
し
う
る
歌
態
に
あ
っ
た
の
で
、
漢
口
で
　
　
は
、
塵
商
を
募
集
し
、
聞
騒
を
探
買
し
て
民
食
を
濟
わ
ん
と
し
た
。

む
5
1
@
楚
商
を
招
募
し
、
資
本
を
湊
集
し
て
濫
南
盤
場
に
赴
い
て
盤
を
牧
買
　
　
又
南
昌
等
の
府
で
は
男
臨
皿
が
來
な
い
た
め
に
、
更
に
瞳
商
を
招
募
し
、



阻
　
漸
盤
．
聞
盤
を
探
買
し
て
濟
錆
せ
し
め
ん
と
し
て
い
る
。
然
る
に
，
　
　
だ
准
課
二
爾
六
鏡
八
分
を
納
め
し
め
て
、
漸
課
四
爾
九
分
を
冤
じ
、

　
　
一
二
の
商
人
が
数
十
引
、
藪
百
引
の
盤
を
承
運
せ
ん
と
し
た
だ
け
で
、
　
成
本
を
輕
減
し
、
漸
盤
三
萬
引
を
江
楚
爾
省
に
蓮
錆
し
、
璽
を
以
て

　
　
盤
は
少
し
も
蓮
錆
せ
ら
れ
な
い
。
太
平
軍
が
江
西
を
犯
し
て
以
來
、
　
　
軍
餉
に
抵
充
し
、
一
面
に
は
私
盤
を
緯
捕
し
、
一
面
に
は
官
瞳
債
を

　
　
民
衆
の
困
窮
歌
態
は
甦
ら
す
、
資
本
家
は
蓮
盤
を
以
て
畏
途
と
な
し
　
　
減
じ
よ
う
と
し
た
。
彼
の
言
に
よ
れ
ば
、
自
辮
の
踊
債
運
逡
費
を
以

　
　
て
投
資
を
肯
ん
ぜ
す
、
商
民
の
探
買
す
る
者
が
あ
．
っ
て
も
、
漸
引
行
　
　
て
漸
塵
を
江
楚
に
蓮
錯
し
よ
う
と
申
し
出
た
商
人
、
顧
源
興
に
一
切

　
　
錆
の
江
西
の
廣
信
府
及
び
安
徽
の
婆
源
等
の
庭
の
中
途
で
韓
販
す
る
　
　
を
任
せ
、
漸
課
を
冤
じ
、
准
課
三
萬
引
分
、
即
ち
八
萬
爾
を
璽
務
衙

　
　
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
江
西
の
一
般
民
衆
の
盤
の
歓
乏
は
釜
土
深
刻
と
　
　
門
に
納
付
せ
し
め
蛍
、
部
擾
軍
餉
銀
と
し
て
直
接
に
商
人
か
ら
受
領

　
　
な
っ
て
來
る
。
結
局
鄭
地
の
借
璽
も
窒
擬
が
多
く
、
盤
商
の
招
徐
も
　
　
し
、
諸
種
の
申
間
手
績
を
簡
略
に
し
、
そ
の
間
に
要
す
る
多
額
の
規

　
　

�
�
t
し
な
い
の
で
、
搭
富
ら
委
員
を
選
び
、
漸
江
省
に
赴
か
鐸
費
を
省
こ
う
と
い
う
考
え
で
あ
る
ら
し
い
。
こ
物
上
婁
は
直
曲

　
　
し
め
て
漸
踵
四
萬
引
を
探
買
し
、
省
城
（
南
昌
）
）
に
総
局
を
設
け
て
　
　
ち
に
裁
可
せ
ら
れ
た
。
時
に
威
豊
五
年
四
月
で
あ
る
瓠
　
　
　
　
　
　
7
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う

　
　
告
錆
し
、
目
前
の
急
を
濟
わ
し
め
る
こ
と
瓦
し
渇
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上
は
主
と
し
て
江
寧
失
陥
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
准
南
行
盤
　
　
一

　
　
　
然
る
に
、
こ
の
委
員
採
買
も
結
局
大
し
た
成
果
を
牧
め
る
こ
と
が
　
　
地
の
民
衆
の
食
盤
飲
乏
に
野
し
て
と
っ
た
鷹
急
措
置
に
つ
い
て
述
べ

　
　
出
來
す
、
一
年
間
に
、
豫
定
探
買
の
四
萬
引
に
封
し
、
僅
か
一
千
一
　
　
た
の
で
あ
る
が
、
併
し
、
政
府
と
し
て
は
灘
南
盤
が
販
路
を
失
っ
て

　
　
百
五
十
引
を
運
告
し
え
た
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
原
因
を
繹
ぬ
　
　
滞
積
し
た
結
果
、
竪
課
の
大
部
分
を
喪
失
し
た
と
い
う
こ
と
の
方
が

　
　
る
に
、
太
亭
軍
の
私
盤
が
蹟
屋
し
て
官
璽
が
押
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
　
　
む
し
ろ
緊
急
の
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
エ
に
官
璽
の
璽
課
増
牧
策
を
樹

　
　
あ
る
。
蓋
し
漸
江
探
買
の
官
盤
は
漸
課
、
准
課
の
髪
課
を
牧
め
る
の
　
　
立
す
る
は
勿
論
、
他
方
で
は
私
璽
に
封
し
て
も
税
を
徴
牧
す
る
方
法

　
　
み
な
ら
す
、
津
貼
軍
需
銀
爾
等
を
合
す
る
と
、
毎
引
の
成
本
が
十
七
　
　
を
案
出
す
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
が
所
謂
懸
萱
で
あ
り
、
政
府
と
し
て

　
　
爾
と
い
う
驚
く
べ
き
高
額
に
上
っ
て
い
る
。
．
借
行
の
官
盤
債
は
甚
だ
　
　
は
全
く
窮
飴
の
策
た
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
　
貴
く
、
太
準
軍
の
私
盤
は
甚
だ
賎
債
で
あ
る
。
そ
こ
で
曾
國
藩
は
た



　
　

@
、
　
三
・
盤
　
萱
’
　
　
　
　
諸
讐
等
、
浮
摩
い
か
災
で
、
震
を
奨
芒
め
て
い
た
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
窺
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
結
局
こ
れ
ら
の
浮
費
の
増
大
は
官
吏
や
背

　
　
　
塵
麓
は
威
豊
三
年
（
一
八
五
三
）
五
月
、
張
亮
基
の
奏
請
に
よ
妙
、
　
　
吏
が
商
人
か
ら
色
々
の
名
義
で
賄
賂
を
強
要
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。

　
　
楚
省
に
お
け
る
川
睾
璽
に
つ
い
て
始
め
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
睾
麹
も
全
く
同
様
で
、
楚
省
に
お
け
る
官
盤
債
は
私
璽
の
二
倍
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
前
節
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
隣
塵
の
探
買
借
運
が
数
を
牧
め
す
、
　
　
っ
ー
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
官
盤
は
殆
ん
ど
蓮
鎗
せ
ら
れ
な
い
が
、
こ
れ
に
反
比
例
し
て
隣
地
の
　
　
　
と
こ
ろ
が
官
吏
や
習
吏
は
盤
務
を
も
っ
て
利
藪
と
考
え
て
い
る
の

　
　
私
璽
は
行
盤
地
に
潜
々
と
し
て
流
れ
こ
み
、
盤
利
は
蓋
く
私
臨
販
費
　
　
で
、
政
府
が
盤
務
を
運
螢
す
る
面
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
官
吏
や

　
　
者
に
凋
占
せ
ら
れ
た
。
政
府
で
は
か
x
る
既
定
の
事
實
を
巳
む
を
得
　
　
習
吏
が
商
人
か
ら
搾
取
す
る
機
會
も
多
い
わ
け
で
、
こ
瓦
か
ら
盤
務

　
　 ]

認
し
、
委
設
け
て
巖
か
ら
も
税
を
叢
呪
、
霧
を
以
て
の
浮
費
も
多
額
に
上
り
、
官
腰
が
．
叩
騰
し
た
．
政
府
が
從
來
の
よ
一

　
　
塵
課
の
不
足
を
補
う
よ
り
外
に
辮
法
が
な
か
っ
た
。
蓋
し
、
借
錆
官
　
　
う
な
方
法
で
盤
を
販
費
す
る
限
り
、
官
盤
債
を
私
踊
債
の
線
ま
で
引
　
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
騒
債
が
高
債
で
私
盤
に
封
抗
す
る
こ
と
が
出
來
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
　
　
下
げ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
，
官
盤
は
私
璽
と
太
刀
打
ち
す
る
こ
と
　
　
一

　
　
る
。
例
え
ば
、
四
川
省
に
お
い
て
は
盤
毎
斤
十
饒
文
に
過
ぎ
な
い
が
、
　
は
殆
ん
ど
不
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
た
め
に
、
湖
北
・
湖
南
・
江

　
　
湖
北
に
借
運
し
た
川
盤
は
、
毎
引
十
爾
に
も
な
る
。
四
川
の
陸
引
は
　
　
西
省
で
は
隣
境
の
私
魎
が
充
斥
し
て
い
た
の
で
、
湖
廣
総
督
張
亮
基

　
　
毎
引
四
百
斤
で
あ
る
か
ら
、
湖
北
借
蓮
の
四
川
官
盤
は
毎
斤
二
分
五
　
　
は
途
に
明
の
王
守
仁
の
立
廠
抽
税
d
法
に
倣
い
、
川
睾
踊
の
楚
省
に

　
　
萱
に
な
る
。
成
豊
三
年
の
頃
は
銀
債
が
暴
騰
し
、
毎
爾
銅
鎮
二
千
文
　
　
入
る
者
は
、
商
民
を
論
す
る
な
く
。
均
し
く
販
鶴
を
許
し
、
必
す
し

　
　
以
上
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
假
に
銀
毎
爾
二
千
文
と
し
て
計
算
す
る
　
　
も
官
よ
り
借
蓮
せ
す
、
た
聖
楚
省
の
堵
私
隙
口
を
揮
び
、
道
府
大
員

　
　
と
、
踊
毎
斤
二
分
五
麓
は
銅
饅
に
換
算
す
る
と
五
十
文
に
な
る
。
即
　
　
を
專
駐
せ
元
め
、
關
を
設
け
て
抽
税
し
、
一
税
の
後
は
照
を
給
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
ち
湖
北
借
運
の
四
川
官
璽
債
は
四
川
に
お
け
る
塵
贋
の
約
五
倍
に
な
　
　
放
行
し
た
。
こ
れ
所
謂
盤
螢
徴
牧
の
嗜
矢
で
あ
る
。

ウ
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

5
1
@
る
わ
け
で
あ
る
。
四
川
か
ら
湖
北
ま
で
蓮
搬
す
る
に
要
す
る
蓮
搬
費
　
　
　
塵
萱
創
設
の
目
的
が
奈
邊
に
あ
り
し
や
に
つ
い
て
は
清
臨
法
志
巻



1
3
@
　
＝
コ
九
鄭
税
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
う
て
、
そ
の
税
奉
を
異
に
す
る
の
は
巳
む
を
得
な
い
。

5
　
　
　
郷
税
之
名
。
惟
爾
准
有
之
。
蓋
自
威
豊
年
間
借
蓮
郡
騨
始
也
。
當
是
時
。
軍
　
　
　
前
述
の
通
り
、
張
亮
基
の
奏
請
に
よ
っ
て
、
川
私
・
磨
私
に
も
課

　
　
　
興
蓮
阻
。
楚
西
鄭
私
充
斥
。
部
議
彷
明
王
守
仁
立
廠
抽
税
之
法
。
徴
牧
葭
税
。
　
税
す
る
こ
と
に
し
た
が
、
事
草
創
に
属
し
、
制
度
が
未
だ
整
わ
な
い

　
　
　
初
猶
宥
盤
之
省
。
專
爲
濟
餉
計
耳
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
に
乗
じ
・
商
人
は
課
税
を
避
け
ん
と
し
た
た
め
に
、
あ
ま
り
数
果

　
　
と
見
え
、
ま
た
准
南
瞳
法
紀
略
巻
三
「
楚
商
試
運
准
璽
詳
」
に
　
　
　
　
が
な
か
っ
た
ら
し
く
・
清
盤
法
志
巻
＝
二
九
鄭
璽
成
豊
六
年
三
月
の

　
　
　
現
在
沿
江
各
↑
下
葭
掲
。
皆
爲
接
濟
軍
餉
而
設
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
條
に

　
　
と
あ
る
よ
う
に
、
軍
費
接
濟
の
た
あ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
實
際
の
例
　
　
　
近
年
楚
省
借
食
郡
盤
。
以
川
盤
爲
最
。
前
署
督
臣
張
亮
基
曾
奏
定
。
借
錆
川

　
　
に
つ
い
て
見
る
と
、
戌
豊
五
年
に
は
宜
昌
に
お
い
て
抽
取
し
た
一
年
　
　
　
引
。
化
私
爲
公
。
試
辮
之
初
。
責
成
地
方
。
章
程
未
定
。
商
販
抗
違
。
毫
無

　
　
飴
の
璽
萱
二
十
萬
絵
爾
を
軍
需
費
に
充
て
」
を
り
、
湖
北
の
簗
城
・
　
　
　
成
敷
。

　
　
委
埠
等
の
早
で
抽
取
し
た
轟
に
封
す
轟
叢
千
串
を
防
堵
と
見
え
て
い
る
。
併
し
、
制
度
裳
第
垂
備
す
る
と
共
に
懸
覆
一
、

　
　
ﾌ
嚢
と
し
て
使
用
し
て
い
㌔
　
　
　
　
　
疑
園
も
檜
加
し
て
い
る
．
最
初
、
羅
は
楚
省
に
お
い
て
は
、
川
珊

　
　
　
霧
は
そ
の
最
初
の
趣
旨
が
・
私
を
化
し
て
官
と
な
芝
あ
る
か
私
．
箏
私
に
封
し
て
徴
牧
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
盛
四
年
に
は

　
　
ら
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
潴
私
に
封
し
、
更
に
威
豊
五
年
に
な
る
と
、
准
南
私
璽
．
瓦
准
北
票
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ

　
　
　
査
川
盤
成
本
甚
重
。
較
之
准
盤
倍
麓
。
若
提
課
太
多
。
販
者
無
利
可
圖
。
非
　
　
に
封
し
て
も
臨
萱
が
徴
牧
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後

　
　
　
褻
足
不
前
。
印
饒
路
楡
越
。
（
清
騨
法
志
雀
一
三
九
、
威
豊
六
年
三
月
）
　
　
　
璽
楚
は
江
西
省
そ
の
他
の
地
方
に
お
い
て
も
徴
牧
せ
ら
れ
る
よ
う
に

　
　
と
湖
廣
総
督
官
文
が
上
奏
し
て
い
る
よ
う
に
、
あ
ま
り
に
高
い
税
を
　
　
な
り
、
全
國
的
な
制
度
と
し
て
接
大
せ
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
°

　
　
私
盤
に
課
し
て
は
、
私
盤
は
税
局
を
逃
遜
し
て
脱
税
を
計
る
か
ら
、
　
　
こ
の
事
實
は
盤
萱
の
牧
入
が
相
當
國
家
の
財
政
に
寄
與
し
た
こ
と
を

　
　
課
税
の
限
度
を
飴
程
愼
重
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
私
璽
便
　
　
示
し
て
い
る
。

　
　
も
各
地
の
個
々
の
事
情
に
よ
っ
て
異
つ
て
い
る
の
で
、
　
一
律
に
課
す
　
　
　
最
初
、
肇
麓
が
創
設
せ
ら
れ
た
成
豊
三
年
に
お
い
て
、
騨
萱
の
税

　
　
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
各
地
夫
々
そ
の
特
殊
の
事
情
に
よ
　
　
率
が
い
か
ほ
ど
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
威
豊
四
年



　
　
八
月
に
は
、
宜
昌
に
お
い
て
川
璽
に
封
し
、
毎
斤
銀
一
萱
五
毫
を
抽

　
　
取
し
、
簗
城
・
宋
家
埠
に
お
い
て
は
、
瀦
臨
に
樹
し
て
毎
斤
饅
二
丈

　
　
　
　
　
　
　
　
物

　
　
を
抽
取
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
軍
需
費
は
實
に
亘
額
に
達
す
る
の

　
　
で
、
巳
む
を
得
す
、
塞
萱
の
増
牧
を
計
ら
ん
と
し
、
成
豊
五
年
十
二

　
　
月
に
は
、
川
私
は
宜
昌
に
於
て
、
潴
私
は
嚢
陽
・
鄭
州
・
随
州
．
喪

　
　
州
に
於
て
、
票
私
（
潅
北
）
は
安
陸
・
麻
城
・
孝
感
・
慮
山
に
於
て
、

　
　
准
南
鰹
は
太
亭
軍
の
陣
螢
と
接
近
せ
る
地
方
に
於
て
、
夫
々
局
を
設

　
　
け
て
抽
税
す
る
こ
と
瓦
し
、
税
額
を
毎
斤
四
萱
四
毫
、
從
來
の
約
三

　
　
倍
に
増
額
し
た
。
こ
の
額
は
准
南
塵
の
正
雑
課
銀
毎
引
二
爾
六
鐘
八

　
　
分
に
相
當
す
る
。
か
く
て
翌
六
年
正
月
に
は
、
抽
課
は
五
日
毎
に
総

　
　
督
に
報
告
し
、
二
ヶ
月
目
に
総
督
は
之
を
彙
総
し
て
奏
報
す
る
こ
と

　
　
に
し
た
。
然
る
に
、
税
課
の
増
額
は
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
私
臨
皿
が

　
　
税
局
を
避
け
て
通
過
し
、
却
っ
て
盤
麓
の
低
減
を
來
す
こ
と
ム
な
る

　
　
の
で
、
成
豊
六
年
三
月
に
は
、
湖
北
宜
昌
・
沙
市
に
於
け
る
川
課
の

　
　
抽
取
は
、
輕
減
し
て
毎
斤
七
文
（
銀
三
萱
五
毫
）
と
す
る
こ
と
に
ゐ

　
　
　
　
助

　
　
た
。

　
　
　
湖
南
に
於
て
も
、
や
は
り
巡
撫
騎
乗
章
の
奏
に
よ
り
、
戌
豊
六
年

　
　
七
月
、
輿
・
璽
に
封
し
て
梛
・
桂
等
の
州
に
』
下
を
設
け
て
毎
包
（
百
斤
）

る
5
1
@
七
百
丈
（
毎
斤
七
丈
）
の
踊
萱
を
抽
取
し
て
い
る
。
又
川
竪
に
封
し

一7
9一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム

ー
5@
て
も
、
岳
・
常
・
澄
等
の
州
に
て
毎
百
斤
七
百
文
を
抽
税
し
て
い
る
。
　
政
府
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
行
盤
地
の
消
失
、
從
っ
て
又
竪
課
の
喪

5
　
　
又
江
西
に
於
て
も
盤
螢
を
徴
牧
し
た
こ
と
は
清
盤
法
志
巻
一
四
二
鄭
　
　
失
で
あ
る
。
そ
の
封
策
と
し
て
、
臨
皿
課
喪
失
を
補
う
た
め
に
、
一
方

　
　
税
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
で
は
行
璽
地
に
お
い
て
私
騒
を
化
し
て
官
盤
と
な
す
政
策
が
と
ら
れ

　
　
　
威
豊
七
年
。
在
於
江
西
省
城
百
螢
局
内
。
象
設
踵
税
総
局
。
將
各
路
鄭
盤
。
　
　
た
。
こ
れ
が
璽
螢
で
あ
り
、
威
豊
三
年
五
月
に
創
設
せ
ら
れ
た
こ
と

　
　
　
毎
六
百
斤
。
徴
鏡
四
千
入
百
文
。
（
毎
斤
八
文
）
並
於
萬
安
縣
良
口
。
專
抽
番
　
　
は
前
節
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
他
方
、
政
府
で
は
叉
臨
皿
場
に
お
い

　
　
　
私
。
毎
百
斤
抽
麓
鍵
二
百
五
十
文
。
（
毎
斤
二
文
牟
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
撞
課
の
増
牧
を
企
圖
し
た
。
當
時
は
太
雫
軍
が
江
寧
を
陥
落
し
た

　
　
と
見
え
て
い
る
。
以
上
の
記
載
に
よ
っ
て
、
成
豊
年
間
に
於
け
る
湖
　
　
直
後
で
、
多
額
の
軍
需
費
を
必
要
と
し
た
時
で
あ
り
、
政
府
と
し
て

　
　
北
．
湖
南
．
江
西
に
於
け
る
塵
萱
は
、
低
い
時
に
は
毎
斤
二
文
か
ら
　
　
も
こ
の
盤
課
喪
失
に
封
し
て
無
關
心
で
は
あ
り
え
な
い
。
踵
課
喪
失

　
　
二
丈
牛
位
で
あ
っ
た
が
、
並
日
通
は
七
八
文
を
徴
牧
し
た
こ
と
が
判
明
　
－
の
直
接
の
原
因
は
、
太
手
軍
が
揚
州
を
陥
れ
た
た
め
に
・
璽
商
の
請

す
る
．
こ
れ
ら
の
牧
入
が
全
肇
婁
と
し
て
使
用
せ
ら
れ
た
こ
と
漿
喬
な
軌
從
っ
壷
蓮
司
轟
裂
行
が
不
罷
に
な
っ
た
昨

　
　
は
前
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
盤
螢
は
元
來
、
太
平
天
国
の
鼠
　
　
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
揚
州
が
太
干
軍
の
手
に
陥
い
る
と
・
踊
務
の
　
一

　
　
を
李
定
す
る
軍
餉
を
接
濟
す
る
た
め
に
一
時
的
に
設
け
ら
れ
た
制
度
　
　
行
政
を
管
理
す
る
た
め
に
、
戌
豊
三
年
八
月
・
爾
江
総
督
恰
良
を
し

　
　
で
あ
る
が
、
太
亭
軍
の
鎭
定
後
も
塵
止
せ
ら
れ
す
、
む
し
ろ
從
來
に
　
・
て
塵
運
司
を
通
州
・
泰
州
の
適
申
の
地
に
移
駐
せ
し
め
・
蓮
判
場
員

　
　
も
檜
し
て
視
蒙
檜
大
さ
れ
、
軍
艦
を
造
り
、
江
防
を
充
實
す
る
と
剣
を
し
て
こ
れ
が
監
督
に
當
ら
し
め
・
霧
に
就
い
壷
課
を
徴
牧
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
い
う
名
義
で
徴
牧
せ
ら
れ
、
腰
改
革
の
阻
害
を
な
し
た
こ
と
は
注
る
と
い
う
慮
急
の
新
封
策
を
講
ぜ
し
め
る
こ
と
Σ
し
㌦
そ
の
大
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
目
す
べ
き
で
あ
る
勉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
つ
い
て
は
、
清
盤
法
志
巻
一
三
三
商
課
の
條
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
威
豊
三
年
。
議
准
。
准
南
就
場
徴
課
。
以
六
百
斤
出
場
。
作
爲
引
孚
完
課
。

　
　
　
　
　
　
　
四
、
就
　
場
徴
　
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
毎
一
大
引
六
百
斤
。
徴
報
部
正
雑
銀
一
爾
七
鏡
三
分
有
奇
。
脛
費
銀
四
鏡
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分
有
奇
。
共
徴
銀
二
爾
一
銭
八
分
有
奇
。
各
衙
門
幣
利
及
解
部
紙
碓
等
項
。

　
　
　
江
寧
の
失
陥
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
准
南
盤
の
大
き
な
問
題
は
、
　
　
一
概
暫
行
停
止
。



　
　
と
見
え
、
同
書
巻
一
四
三
奏
錆
に
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
通
・
泰
州
の
地
に
移
駐
し
た
の
で
、
蓮
道
の
攣
更
が
必
要
に
な
っ
て

　
　
　
威
豊
三
年
。
議
准
。
准
南
就
場
徴
課
。
於
照
例
奏
錆
外
。
將
蓮
錆
徴
課
確
敷
。
　
來
た
。
即
ち
、
堕
を
口
岸
に
蓮
ぶ
に
は
、
長
江
の
北
岸
か
ら
江
都
縣

　
　
　
按
爾
月
一
次
。
專
摺
奏
報
。
以
葱
稽
核
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
屡
の
白
塔
河
等
の
口
に
出
で
、
江
を
渡
り
、
漸
塵
行
錆
地
た
る
常
州
・

　
　
と
見
え
て
い
る
。
帥
．
ち
こ
の
改
革
に
於
て
は
、
第
一
科
則
を
格
外
に
　
　
鎭
江
爾
府
所
属
の
各
口
岸
を
経
て
、
漂
水
縣
の
東
協
に
至
り
、
こ
Σ

　
　
輕
減
し
て
臨
皿
商
を
招
棟
せ
ん
と
す
る
に
あ
る
。
盤
の
生
産
場
に
於
て
　
　
で
慶
を
他
の
船
に
積
み
か
え
、
直
ち
に
蕪
湖
に
達
す
る
。
か
く
の
如

　
　
瞳
引
を
嚢
行
し
て
盤
課
を
徴
牧
す
る
が
、
一
引
六
百
斤
に
樹
し
引
牛
　
　
く
、
出
江
し
て
以
來
、
蓮
道
を
続
り
て
蓮
行
す
る
の
で
旨
蓮
途
費
・

　
　
完
課
を
行
い
、
特
別
に
盤
商
を
優
遇
し
て
そ
の
來
場
を
奨
働
す
る
。
　
　
積
換
費
が
高
く
な
る
。
こ
の
費
用
を
補
填
し
、
商
人
を
憧
す
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
盤
課
は
正
款
雑
款
を
合
せ
て
二
爾
一
鐘
八
分
飴
と
し
、
從
來
の
各
衙
　
　
に
も
、
科
則
の
格
外
の
輕
減
が
必
要
て
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
　
．
門
の
幣
利
・
解
部
紙
殊
等
の
項
は
一
切
冤
除
す
る
。
之
を
先
に
道
光
　
　
　
第
三
、
安
便
な
准
盤
が
高
債
な
漸
璽
の
行
錆
地
を
通
過
す
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
三
十
年
に
陸
建
癌
が
潅
南
盤
政
の
大
改
革
を
行
い
、
成
本
の
大
輕
減
　
　
あ
る
か
ら
、
特
に
嚴
重
に
准
盤
の
漸
塵
行
錆
地
侵
鎗
を
取
り
締
る
必
　
8
1
，

　
　
を
圖
つ
た
際
に
於
け
る
正
雑
款
三
爾
七
鐘
二
分
八
螢
饒
に
比
ぺ
る
と
、
　
要
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
舳
　
。
　
騨

　
　
今
回
の
毎
引
二
爾
一
銭
八
分
飴
と
い
う
税
課
は
劃
期
的
の
輕
減
で
あ
　
　
　
第
四
、
如
泉
縣
の
許
家
鰯
、
泰
州
の
勝
家
鰯
、
江
都
縣
め
白
塔
河

　
　
る
。
商
人
は
こ
の
盤
課
を
塵
蓮
司
の
分
司
、
或
は
場
官
衙
門
、
何
れ
　
　
の
三
虚
に
未
を
設
け
て
秤
禦
稽
査
し
、
こ
の
未
を
経
な
い
も
の
は
私

　
　
に
納
め
て
も
よ
く
、
分
司
場
官
は
五
日
毎
に
盤
蓮
司
に
牧
納
額
を
報
　
　
盤
を
以
て
論
す
る
。
又
商
人
を
格
外
に
優
遇
す
る
方
法
に
よ
っ
て
、

　
　
告
し
、
五
百
爾
以
上
に
達
す
れ
ば
塵
運
司
に
途
り
届
け
る
。
爾
江
総
　
　
招
徐
を
奨
働
し
て
は
い
る
が
、
商
人
の
鷹
募
す
る
者
が
稀
で
あ
る
か

　
　
督
は
徴
牧
瞳
課
を
二
ヶ
月
毎
に
奏
報
し
て
稽
核
に
資
し
、
從
來
の
毎
　
　
ら
、
脛
費
銀
四
鐘
五
分
は
特
に
嚴
守
せ
し
め
、
こ
れ
以
上
み
だ
り
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吻

　
　
年
二
・
八
爾
月
二
回
の
奏
錆
を
中
止
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
徴
す
る
者
は
、
賊
を
以
て
論
す
る
こ
と
蕊
す
る
。
，

　
　
　
第
二
に
は
、
改
道
運
錆
で
あ
る
。
揚
州
・
江
寧
が
太
手
軍
の
手
に
　
．
　
第
五
、
塾
場
近
傍
の
州
縣
の
う
ち
、
江
都
へ
甘
泉
・
高
郵
・
寳
磨
・

珊
　
陥
り
、
そ
の
附
近
の
江
路
が
杜
絶
し
た
た
め
、
盤
運
司
を
揚
州
か
ら
　
　
泰
興
の
五
州
縣
は
、
從
來
食
盤
を
額
錆
し
て
い
た
か
ら
、
そ
め
ま
義



脚
　
と
し
・
そ
の
他
の
泰
州
・
東
壷
・
興
化
・
璽
城
・
阜
寧
・
通
州
・
如
　
　
ら
の
地
方
は
璽
場
に
接
近
せ
る
た
め
、
從
來
、
私
塵
透
漏
防
止
の
藩

　
　
泉
の
七
州
縣
は
・
こ
れ
ま
で
行
錆
の
額
引
な
く
、
竈
戸
に
つ
い
て
零
　
　
鰹
と
し
て
、
科
則
の
上
に
於
て
、
特
別
に
優
遇
せ
ら
れ
て
い
た
結
果
、

　
　
塵
を
買
食
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
向
來
、
私
盤
の
内
十
分
の
二
三
　
　
臨
課
も
低
債
で
あ
っ
た
。
然
る
に
、
今
塵
場
地
方
で
は
前
述
の
通
り
、

　
　
は
商
販
の
爽
帯
に
よ
り
、
十
分
の
五
六
は
璽
竈
の
告
錆
す
る
も
の
で
　
　
引
孚
完
課
と
い
う
未
曾
有
の
科
則
の
輕
減
を
實
施
す
る
に
至
っ
た
の

　
　
あ
っ
た
・
之
を
嚴
重
最
締
ら
な
け
れ
ば
、
好
民
が
借
端
影
射
、
園
で
、
こ
れ
ら
の
四
州
縣
が
叢
と
し
て
の
役
割
藁
す
た
め
に
は
h

　
　
積
し
て
私
饗
釜
島
長
す
る
こ
と
に
な
る
。
今
就
場
徴
課
の
法
を
更
に
科
則
輕
減
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
來
た
。
そ
こ
で
肇
四
年
六
且

　
　
實
施
す
る
に
至
っ
た
か
ら
・
上
述
の
七
州
縣
の
轟
は
、
竈
戸
よ
り
に
は
、
江
甘
食
岸
で
は
、
毎
引
課
銀
一
爾
三
銭
二
分
壷
飴
、
高
寳

　
　
餐
す
る
を
禁
じ
・
公
垣
に
つ
い
て
餐
す
る
こ
と
に
す
る
。
　
竺
爾
二
鐘
七
分
飴
、
各
慈
費
墾
讐
定
め
た
。
霧
に
於
け

　
　
　
篁
ハ
・
一
引
六
百
斤
は
＋
包
に
分
掴
し
、
六
＋
斤
中
包
外
に
、
別
る
蝦
二
璽
鏡
八
分
髭
べ
る
と
、
遙
か
に
餐
な
．
た
わ
婆
・
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
　
に
演
耗
包
索
斤
雨
六
斤
を
契
ゑ
蓮
票
皇
一
縣
大
票
を
印
肇
あ
る
。
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
舘

　
　博
i
に
交
付
す
る
・
商
販
は
分
司
に
於
て
難
し
・
分
司
に
於
て
　
上
述
の
㌍
、
揚
州
が
陥
落
し
た
た
め
に
、
盛
三
年
八
月
に
、
一

　
　
所
要
の
事
項
を
記
入
し
二
部
は
商
販
に
渡
し
て
詮
明
書
と
す
る
。
　
鍵
司
を
霧
霧
駐
し
、
所
謂
就
場
徴
課
法
を
嘉
し
、
蓮
道
を

　
　
　
第
七
・
泰
擾
停
泊
芸
籍
ば
・
巳
に
完
課
せ
る
引
に
係
れ
ば
、
改
め
、
漸
江
に
道
を
借
り
、
漂
水
縣
の
東
漿
ら
楚
西
に
駁
運
し
よ

　
　
就
場
徴
課
の
鰭
を
納
め
ん
と
す
薯
は
暴
響
の
衙
門
に
於
て
う
と
し
た
。
然
る
に
、
盛
康
皇
朝
経
世
姦
馨
五
二
．
鑛
改
道

　
　
完
納
し
・
六
＋
斤
の
中
包
に
解
掴
し
藩
査
に
便
せ
．
几
め
、
叉
分
司
議
、
（
周
騰
虎
）
に

鑑
牒
し
て
大
票
叢
量
て
給
し
護
運
せ
し
め
麺
．
　
雛
耀
騨
難
灘
灘
灘
ギ
麩
難
藤

　
　
　
以
上
は
威
豊
三
年
八
月
、
實
施
し
た
就
場
徴
課
法
の
概
略
で
あ
る
　
　
　
湖
黄
池
一
幣
。
均
有
眺
艘
。
商
費
倶
有
戒
心
。
不
敢
前
進
。
且
自
潅
鯉
停
蓮

　
　
が
、
こ
の
改
革
と
關
聯
し
て
先
に
食
盤
を
額
錯
し
て
い
た
江
都
．
甘
　
　
　
之
後
。
私
璽
充
斥
。
東
覇
盤
贋
。
毎
斤
僅
買
＋
文
。
有
課
之
璽
。
多
牛
脇
折
。

　
　
，
泉
゜
高
郵
゜
寳
鷹
四
州
縣
の
科
則
を
輕
減
し
て
い
る
。
蓋
し
、
こ
れ
　
　
　
而
潅
南
額
琵
百
萬
。
即
寧
池
諸
府
。
霊
食
官
璽
。
行
錆
亦
不
過
十
分
之
一
。



　
　
　
故
讐
行
一
年
・
艇
塁
餅
・
　
　
　
　
　
　
　
最
初
轟
課
が
減
少
し
・
國
家
の
要
款
を
馨
す
る
こ
と
が
出
來
な

　
　
と
見
え
る
よ
う
に
、
東
鰯
上
流
の
江
路
が
通
じ
な
い
た
め
に
、
准
南
’
　
い
と
い
う
の
で
反
封
が
あ
っ
た
が
、
、
足
許
に
火
の
つ
い
た
政
府
と
し

　
　
騨
は
一
向
に
錆
路
が
な
く
滞
積
し
た
。
又
奮
商
で
十
飴
萬
の
盤
課
を
　
　
て
は
、
“
椹
宜
の
措
置
と
し
て
蕪
許
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
納
め
た
者
も
、
未
だ
に
臨
を
蓮
ぶ
こ
と
が
出
來
な
い
歌
態
に
あ
り
、
　
　
　
又
本
改
革
に
於
て
は
、
泰
州
等
七
州
縣
は
踊
場
に
近
い
た
め
食
盤

　
　
新
商
は
胃
瞼
を
渾
っ
て
認
運
を
肯
じ
な
い
の
で
、
盤
債
は
暴
落
し
盤
　
　
を
食
い
、
從
來
引
を
頒
布
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
抽
税
は
牛
額
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
場
の
竈
戸
は
釜
よ
窮
迫
し
、
醐
口
の
資
な
く
、
攣
じ
て
匪
賊
と
な
る
　
　
た
。
　
　
　
　
、

　
　
も
の
も
現
出
し
た
。
政
府
で
は
最
早
豪
商
大
頁
を
當
て
に
し
た
裕
課
　
　
　
こ
の
設
廠
抽
税
法
で
は
、
小
販
竈
戸
も
廠
に
視
を
納
め
る
と
盤
の

　
　
の
法
ば
か
り
を
先
に
し
た
璽
の
販
費
法
の
み
に
頼
っ
て
居
ら
れ
な
い
。
　
販
萱
が
出
來
る
わ
け
で
、
政
府
と
し
て
は
盤
課
を
増
徴
す
る
と
い
う

　
　
准
南
二
＋
場
の
貧
竈
窮
丁
を
救
憧
す
る
た
め
除
販
の
販
費
に
便
利
よ
り
も
、
む
し
ろ
竈
戸
の
窮
迫
姦
摯
る
意
味
か
ら
、
全
く
肇
一

　
　
な
設
廠
抽
税
の
法
を
施
行
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
威
豊
　
　
の
計
と
し
て
制
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
彼
等
は
生
産
塵
の
　
8
3

　
　
五
年
正
月
、
称
鋒
を
櫓
卵
め
輕
油
ひ
弥
費
を
易
幻
で
昂
費
ひ
ひ
・
懸
　
　
内
、
三
四
割
を
残
し
て
後
は
皆
私
盤
と
し
て
闇
に
流
し
て
し
ま
う
。
、
　
【

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
課
の
銀
納
を
鋒
納
に
易
え
て
小
販
を
招
棟
し
、
場
塵
を
牧
買
せ
し
め
　
　
豪
商
の
多
量
の
蓮
盤
は
取
締
る
の
は
容
易
で
あ
る
が
、
多
激
の
而
も

　
　
て
窮
趨
を
救
濟
す
る
と
共
に
、
一
方
で
は
鐘
課
の
徴
牧
を
計
ら
ん
と
’
　
少
量
の
踊
を
蓮
搬
す
る
小
販
を
す
べ
て
取
締
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
。

　
　
　
　
　
な

　
　
し
た
。
そ
の
法
は
清
盤
法
志
巻
＝
二
一
二
．
「
商
課
」
に
次
の
如
く
見
え
　
　
こ
の
三
四
割
の
生
産
盤
も
、
牧
買
す
る
商
人
が
な
い
の
で
い
つ
ま
で
，

　
　
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
滞
積
す
る
。
又
貧
竈
を
し
て
課
款
を
完
納
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
出

　
　
　
威
豊
五
年
正
月
。
議
准
。
准
南
各
場
。
設
廠
抽
税
。
毎
百
斤
抽
税
鏡
三
百
文
。
　
來
る
も
の
で
は
な
い
。
成
豊
五
年
に
は
、
税
鏡
僅
か
に
八
萬
貫
を
牧
－

　
　
　
以
二
要
作
爲
離
正
税
。
六
＋
文
作
爲
外
錆
響
。
　
　
　
　
め
た
魁
け
で
あ
る
。
六
年
に
は
二
萬
九
千
飴
貫
・
盛
毛
年
春
季
の

　
　
こ
の
税
額
は
前
の
就
場
徴
課
の
税
額
毎
引
二
爾
一
鏡
八
分
二
萱
に
比
　
　
報
解
は
た
f
四
千
籐
貫
に
過
ぎ
な
い
。
且
つ
又
未
員
は
視
鈍
を
流
用

　
駐
　
べ
る
と
、
十
分
の
三
に
も
及
ぱ
な
い
。
か
瓦
る
税
課
の
激
減
に
樹
し
、
　
す
る
等
、
弊
端
績
出
し
て
究
詰
す
る
能
わ
ざ
る
歌
態
で
、
結
局
失
敗
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ヨ

ー
9@
に
絡
っ
た
％
こ
」
に
又
改
革
案
が
も
ち
上
り
、
前
制
を
慶
す
る
こ
と
　
　
て
成
本
を
輕
く
し
、
大
商
の
招
擁
に
利
し
た
。

5　
　
と
し
、
各
場
税
未
を
裁
撤
し
、
泰
州
に
絡
局
を
置
き
、
丁
堰
に
通
属
　
　
　
こ
瓦
で
特
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
政
府
の
方
針
が
小
販
招
殊
よ

　
　
分
局
を
、
東
毫
に
泰
薦
分
局
を
置
い
て
税
を
納
め
、
六
百
斤
毎
に
大
　
　
り
大
商
招
徐
に
轄
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
視
課
が
鍍
文
納
入
よ
り
銀
納

　
　
票
一
張
を
給
し
、
毎
百
斤
銀
一
鎮
五
分
を
牧
納
し
（
一
票
九
鏡
）
一
　
　
に
憂
っ
た
の
も
こ
れ
が
た
め
で
あ
る
。
准
南
盤
法
紀
略
巻
一
泰
桟
章

　
　
鐘
二
分
を
以
て
馨
…
正
税
、
三
分
を
麩
羅
費
ど
し
、
場
に
赴
い
て
、
程
（
盛
皿
七
年
六
月
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

　
　
梱
盤
し
、
局
か
ら
験
放
す
る
こ
を
し
、
。
時
に
盛
暑
年
＋
月
で
　
馨
之
販
。
棊
足
不
前
。
非
示
以
有
利
可
圖
。
難
謬
躍
。
擬
令
銀
鏡
嚢
。

　
　
あ
る
・
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
凡
吾
蟻
上
湊
販
．
完
魏
鏡
。
糞
以
墾
雲
制
鏡
二
委
．
井

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
准
具
呈
請
蓮
時
。
先
納
一
孚
。
到
穫
襲
販
時
。
再
納
一
傘
。
以
示
膣
憧
。
而

　
　
　
前
改
革
で
は
、
小
販
の
招
募
に
力
を
注
ぎ
、
僅
少
な
る
璽
の
運
錆
　
廣
招
傑
・
其
霧
華
納
税
・
及
零
星
小
販
・
藏
不
准
援
照
・
所
暴
者
・

　
　
を
許
し
、
又
税
課
も
銀
納
を
や
め
て
鐘
納
に
易
え
て
い
る
。
然
る
に
、
　
　
蓋
欲
牧
小
販
之
利
機
。
而
漸
漸
蹄
於
大
販
・
牧
散
漫
之
竈
躍
・
而
漸
漸
蹄
於
　
　
卿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る

　
　
前
述
の
如
く
、
小
販
は
竈
戸
と
結
託
し
て
殆
ん
ど
私
塵
の
み
を
販
責
　
　
　
商
垣
。
久
之
大
販
多
則
私
販
自
少
。
垣
盤
多
則
竈
私
自
少
。
　
　
　
　
　
　
‘
8

　
　
ｵ
・
要
隆
委
馨
籍
査
し
・
馨
補
わ
ん
と
し
た
が
・
＋
分
と
昊
政
府
で
は
大
商
の
盤
課
納
入
に
銀
を
以
て
す
る
を
許
し
て
【

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ン

　
　
の
一
を
も
補
う
こ
と
が
出
來
な
い
。
歴
年
税
課
は
短
紬
し
、
小
販
の
　
　
い
る
。
從
來
、
撞
商
は
塵
課
に
銀
を
納
入
す
る
こ
と
を
以
て
苦
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

　
　
稽
査
は
困
難
で
あ
る
の
で
、
小
販
は
合
戸
合
辮
せ
し
め
る
ζ
と
瓦
し
、
　
た
の
で
あ
る
が
、
こ
曳
に
至
っ
て
銀
を
以
て
璽
課
を
納
入
す
る
こ
と

　
　
竈
に
下
り
て
買
盤
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
。
又
通
州
・
如
泉
．
泰
州
．
　
　
が
何
故
に
大
賀
を
優
憧
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
東
嘉
・
興
化
・
盤
城
・
阜
寧
附
場
の
七
州
縣
の
食
盤
は
、
税
の
牛
額
　
　
結
局
銀
債
の
低
落
か
ら
來
て
吟
る
。
銀
債
は
嘉
慶
の
末
年
か
ら
漸
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ

　
　
を
納
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
小
販
は
こ
の
特
権
を
悪
用
し
、
　
昂
騰
し
初
め
、
道
光
時
代
は
漸
騰
の
道
程
を
辿
り
、
成
豊
二
三
年
頃

　
　
重
税
を
避
け
て
輕
き
に
就
か
ん
と
す
る
弊
害
が
あ
っ
た
の
で
、
　
一
律
　
　
絶
頂
に
達
し
一
爾
二
千
二
百
丈
か
ら
三
千
文
と
い
う
最
高
債
を
示
し

　
　
。
に
岸
盤
に
照
し
て
抽
税
す
る
こ
と
に
し
た
。
又
小
販
出
江
の
道
途
を
　
　
た
。
然
る
に
四
年
頃
か
ら
漸
く
下
り
坂
と
な
り
、
成
豊
五
六
年
頃
に

　
　
指
定
し
て
、
他
道
に
よ
る
を
禁
じ
、
先
に
任
命
し
た
董
事
も
塵
止
し
こ
　
は
一
爾
千
四
五
百
丈
位
に
減
じ
、
七
年
に
は
千
百
文
乃
至
千
三
百
文



　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
　
に
暴
落
し
て
い
る
。
因
み
に
成
豊
七
年
、
江
漸
に
お
け
る
鈍
便
の
湧
　
　
饒
爾
、
鏡
二
萬
七
千
二
百
絵
貫
を
牧
め
て
い
る
．
假
に
銀
一
爾
鏡
千

　
　
貴
は
英
國
が
上
海
に
お
い
て
制
鐘
を
銀
を
以
て
牧
買
し
た
た
め
で
あ
　
　
六
百
文
と
し
て
計
算
す
る
と
、
從
來
よ
り
も
約
七
倍
の
盤
課
を
牧
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
ら
た
。
と
こ
ろ
で
銀
を
多
く
所
有
す
る
の
は
大
質
で
あ
る
。
又
肇
の
　
　
し
て
い
る
わ
け
で
あ
砺
。
併
し
、
楚
西
各
岸
共
に
未
だ
上
流
地
方
に

　
　
費
便
は
鐘
丈
で
あ
る
。
安
債
な
銀
を
以
て
盤
を
買
い
、
之
を
費
り
て
　
　
遇
錆
す
る
こ
と
が
出
來
す
、
近
鄭
で
零
魯
し
た
の
で
、
錆
敷
も
大
し

　
　
高
債
な
鈍
文
を
得
る
。
而
も
市
債
一
爾
千
百
文
乃
至
千
三
百
丈
程
の
　
　
て
増
加
せ
す
、
成
豊
十
叫
年
頃
、
毎
年
の
奏
報
税
課
は
二
十
飴
萬
爾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
銀
を
政
府
の
方
で
は
一
爾
二
千
丈
の
割
合
で
銀
を
盤
課
と
し
て
納
入
　
　
前
後
で
あ
っ
た
。
肇
法
議
略
春
嘱
に

　
　
す
る
こ
と
を
許
す
の
で
あ
る
か
ら
、
大
頁
に
は
二
重
の
利
潤
が
あ
る
　
　
　
行
之
（
就
場
牧
税
）
数
年
。
亦
毫
無
起
色
。
総
縁
長
江
不
通
。
塵
無
出
路
。

　
　
わ
け
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
．
　
　
　
　
　
　
印
辮
無
善
法
。
．

　
　
　
併
し
、
小
販
は
依
然
と
し
て
鷺
課
納
入
に
は
鈍
丈
を
以
て
す
る
か
　
　
と
言
っ
て
い
る
の
は
事
實
で
あ
う
て
、
本
改
革
案
が
從
來
の
改
革
案

　
　
逞
?
?
ｪ
少
く
・
自
然
に
査
暴
倒
せ
ら
れ
て
・
鶉
す
る
と
い
曇
し
て
多
少
は
成
功
し
た
と
い
う
も
？
・
道
光
時
代
の
鑛
銀
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
う
の
が
政
府
の
肚
で
あ
る
。
か
く
し
て
塵
課
納
入
に
は
銀
鐘
併
用
の
　
　
五
六
百
萬
爾
に
比
べ
る
と
、
僅
か
二
十
数
萬
爾
の
盤
課
を
以
て
し
て
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
唯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7

　
　
権
宜
の
計
が
取
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
政
策
が
相
當
成
功
し
た
こ
　
　
は
全
く
問
題
に
な
ら
な
い
。

　
　
と
は
准
南
塵
法
紀
略
巻
二
「
税
盤
加
五
配
割
詳
」
（
成
豊
七
年
十
二
月
　
　
　
併
し
乍
ら
、
一
面
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
踊
課
の
増
牧
は
太
卒
軍

　
’
署
運
司
聯
英
）
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亨
　
　
　
　
に
占
領
せ
ら
れ
て
い
た
准
南
行
盤
地
が
漸
次
牧
復
せ
ら
れ
て
ゆ
く
こ

　
　
　
各
販
蓮
守
成
規
。
激
月
以
來
。
毫
無
棄
鰍
。
鎗
市
暢
旺
。
南
騨
漸
有
起
色
。
　
　
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
共
に
政
府
の
大
商
招
徐
の

　
　
と
見
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
最
も
牧
納
盤
課
の
上
に
具
艦
的
に
あ
　
　
積
極
的
な
政
策
が
事
宜
に
適
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
帥
ち
、
政
府

　
　
ら
わ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
成
豊
五
六
年
か
．
ら
七
年
六
月
終
ま
で
に
は
　
　
で
は
前
蓮
の
通
り
、
踵
課
の
銀
納
と
分
納
政
策
と
に
よ
っ
て
大
商
を

　
　
盤
課
と
し
て
鐘
十
絵
萬
貫
、
銀
｝
萬
四
千
飴
爾
を
牧
納
し
た
の
に
樹
　
　
優
遇
招
徐
し
よ
う
と
し
た
の
み
な
ら
す
、
更
に
成
豊
八
年
正
月
に
は
、

む
駝
　
し
、
七
年
七
月
か
ら
九
年
六
月
ま
で
満
二
箇
年
間
に
、
銀
五
十
一
萬
　
　
税
塵
加
五
配
割
政
策
を
實
施
し
た
。
印
ち
蓮
盤
額
は
毎
票
六
捲
、
』
毎



謝
　
捲
は
百
斤
で
あ
る
が
、
之
に
五
割
の
配
割
を
加
え
る
。
之
を
割
引
と
　
　
竈
戸
と
聯
絡
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
た
め
に
、
私
璽
も
漸
く
減
少
し
、

　
　
構
す
る
。
更
に
之
に
一
割
の
滴
耗
・
包
索
五
斤
を
加
え
、
毎
旛
百
七
　
　
爾
年
以
來
、
稻
土
成
数
を
牧
め
、
各
商
は
風
を
聞
い
て
請
運
す
る
に

　
　
十
斤
、
爾
包
と
す
る
。
割
引
は
正
引
の
歎
に
照
し
て
毎
捲
正
雑
税
銀
　
　
至
っ
た
が
、
・
こ
れ
亦
蝋
時
の
椹
宜
の
計
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
蕊
に

　
　
七
分
五
楚
、
毎
票
四
饅
五
分
を
加
牧
す
る
が
（
正
引
税
銀
毎
票
一
爾
　
　
於
て
、
成
豊
九
年
七
月
、
儀
徴
公
桟
の
式
に
照
し
、
泰
州
に
公
桟
を

　
　
鯨
）
、
各
衙
門
の
経
費
及
び
一
切
の
雑
用
は
從
來
通
り
正
引
六
憺
に
　
　
設
立
し
、
場
商
を
し
て
垣
塵
を
す
べ
て
公
模
に
蓮
搬
し
て
、
こ
蕊
に

　
　
照
し
て
計
算
し
、
割
引
の
名
に
籍
り
て
別
に
徴
牧
す
る
を
禁
じ
、
商
　
　
堆
儲
し
て
獲
販
せ
し
め
、
販
戸
が
盤
場
に
下
り
て
踊
を
請
領
す
る
こ

　
　
人
を
優
遇
し
た
。
帥
ち
十
萬
票
の
護
照
の
請
求
が
あ
れ
ば
、
政
府
と
　
　
と
を
禁
止
し
、
取
締
り
を
容
易
な
ら
し
め
る
こ
と
蕊
し
た
。

　
・
し
て
は
十
五
萬
票
の
税
を
牧
得
し
う
る
わ
け
で
、
國
課
を
増
す
の
ム
み
、
　
か
く
て
、
淺
務
に
一
切
商
八
を
し
て
維
理
せ
し
め
、
只
盤
蓮
司
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
な
象
、
大
販
姦
す
る
こ
と
奮
來
、
讐
に
禅
葉
あ
．
た
。
　
之
を
監
寧
る
に
止
め
る
。
場
商
が
讐
公
讐
轟
し
、
或
は
販
一

　
　
、
尤
も
こ
の
配
割
の
加
増
は
私
塵
爽
帯
を
防
ぐ
意
味
も
あ
っ
た
よ
う
　
　
戸
が
公
淺
か
ら
臨
を
買
っ
て
運
搬
す
る
に
は
、
私
盤
般
と
混
清
す
る
　
8
6

　
　
で
あ
る
。
前
制
で
は
六
憺
六
百
飴
斤
で
あ
る
が
、
包
が
大
き
く
て
瞳
　
　
な
き
ょ
う
小
船
を
用
い
る
を
禁
じ
、
屯
船
を
用
い
し
め
る
。
泰
州
に
　
　
一

　
で
が
少
い
の
で
、
更
に
私
盤
を
包
内
に
爽
帯
す
る
恐
れ
が
あ
っ
た
。
そ
　
　
公
穫
を
設
け
た
の
で
、
泰
薦
の
東
毫
分
司
は
不
必
要
で
あ
る
か
ら
慶

　
　
こ
で
仇
’
捲
九
百
斤
と
し
て
私
盤
爽
…
帯
の
飴
裕
を
な
か
ら
し
め
た
わ
け
　
　
止
す
る
。
只
通
属
の
各
場
は
、
泰
州
を
離
れ
て
い
る
か
ら
、
丁
堰
分

　
　
　
　
ぶ

　
　
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
局
に
は
穫
を
設
け
て
泰
穫
の
如
く
辮
理
さ
せ
る
。
こ
れ
ま
で
場
垣
の

　
　
　
上
述
の
如
く
、
成
豊
七
年
十
月
に
は
、
総
局
分
局
を
お
き
、
盤
場
　
　
桶
債
は
妊
商
が
値
段
を
叩
い
て
買
っ
て
竈
戸
を
困
し
め
て
い
た
の
で
、

　
　
に
於
て
梱
盤
せ
し
め
る
こ
と
に
し
た
が
、
准
南
盤
場
は
廣
大
に
し
て
　
　
草
債
を
酌
量
し
て
適
宜
牧
買
債
を
定
め
、
竈
戸
の
利
釜
を
考
慮
し
て

　
　
私
盤
透
漏
の
取
締
り
が
困
難
で
、
竈
丁
と
販
戸
と
は
結
託
し
て
踵
を
嘘
　
’
や
る
。
又
竈
私
を
禁
止
す
る
た
め
、
垣
商
を
し
て
頭
長
を
率
同
し
て

　
　
闇
に
流
す
の
で
、
牧
視
額
は
前
述
の
如
く
實
に
蓼
々
た
る
も
の
で
あ
　
　
火
伏
を
嚴
査
し
、
竈
戸
を
巡
査
せ
し
め
て
取
締
を
嚴
重
に
す
る
。
或

　
　
っ
た
。
そ
こ
で
請
蓮
の
販
戸
は
塵
場
の
場
商
と
取
引
す
る
を
許
し
、
　
　
は
向
來
各
場
の
河
道
は
早
魎
に
遇
う
と
水
深
が
淺
く
な
り
、
塵
船
の



　
　
行
運
が
困
難
で
あ
る
か
ら
、
水
量
の
多
い
時
に
、
出
來
る
だ
け
多
く
　
　
來
准
南
額
錆
引
は
百
四
十
萬
、
陸
建
濠
の
改
革
に
よ
っ
て
百
九
萬
飴

　
　
の
盤
を
公
桟
に
運
び
堆
儲
し
て
お
き
、
阻
滞
の
患
や
、
販
戸
待
盤
の
　
　
引
に
減
じ
た
が
、
す
べ
て
暢
錆
し
て
い
た
。
現
今
の
錆
敏
を
從
來
の
’

　
　
　
へ

　
　
苦
を
無
か
ら
し
め
る
。
又
販
戸
の
場
に
下
る
を
禁
じ
、
公
桟
に
て
買
　
　
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
二
十
分
の
】
乃
至
十
五
六
分
の
一
に
減
少
し
て

　
　
わ
し
め
、
盤
債
長
落
の
権
を
販
戸
か
ら
場
商
に
移
し
、
合
理
的
な
告
　
　
い
る
わ
け
で
あ
る
。
尤
も
か
瓦
る
歌
態
も
已
に
述
べ
た
如
く
、
威
豊

　
　
債
を
定
め
、
場
商
の
資
本
を
庸
か
し
め
る
心
配
を
な
く
し
、
廣
く
竈
　
　
三
四
五
六
年
に
比
べ
る
と
、
絵
程
起
色
げ
あ
り
と
い
わ
れ
て
顛
る
の

　
　
璽
を
牧
買
せ
し
め
、
竈
戸
の
煎
臨
を
し
て
露
す
る
所
あ
り
、
透
漏
な
　
　
で
あ
る
か
ら
、
以
て
威
豊
時
代
准
南
盤
政
の
弊
壊
の
歌
を
察
す
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
か
ら
し
め
る
こ
と
ふ
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
が
泰
州
は
裏
下
河
の
門
戸
に
當
り
、
成
豊
十
年
六
月
に
、
　
　
　
成
豊
時
代
、
准
南
盤
政
崩
壌
の
根
本
原
因
は
、
前
述
の
如
く
、
太

　
　
儀
徴
の
錆
路
が
騨
か
に
開
け
て
か
ら
、
各
艇
師
蓮
竪
の
者
が
多
藪
泰
　
　
亭
軍
叛
齪
の
勃
興
蔓
延
に
よ
っ
て
准
南
行
臨
地
が
揉
躇
せ
ら
れ
た
こ
　
脚

　
．
州
に
來
っ
た
。
中
に
は
不
逞
の
徒
が
多
数
混
じ
て
い
る
が
、
言
語
が
，
　
と
に
因
る
が
、
崩
壊
し
た
盤
政
が
容
易
に
再
興
し
え
な
か
っ
た
の
は
、
留

　
　
各
よ
異
っ
て
居
り
、
稽
査
が
困
難
で
あ
る
か
ら
、
泰
州
の
入
口
の
口
　
　
政
府
が
浩
繁
な
る
軍
需
費
の
捻
出
の
た
め
に
・
再
起
し
か
け
た
蟹
商
　
　
脚

　
　
岸
鎭
に
分
穫
を
設
立
し
、
泰
州
の
盤
は
皆
こ
瓦
に
運
搬
堆
儲
し
て
、
　
　
に
封
し
、
過
重
な
る
指
輸
を
課
し
た
こ
と
も
一
つ
の
重
要
な
る
原
因

　
　
不
逞
の
徒
が
肇
場
の
腹
地
に
入
る
を
制
限
す
る
。
ま
た
こ
瓦
で
璽
便
　
　
で
あ
っ
た
。
清
騨
法
志
巻
一
三
四
に
　
　
　
　
、

　
　
を
牧
め
、
盤
を
獲
販
し
蓬
客
販
に
便
宜
を
與
え
る
こ
と
瓦
し
た
。
時
　
　
威
豊
十
一
年
四
月
。
以
江
北
糧
毫
及
清
潅
防
局
餉
需
支
紬
。
令
准
南
穫
商
害

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

　
　
に
威
豊
十
年
八
月
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
，
　
　
　
　
盤
一
引
。
知
緻
垣
商
掲
輸
桶
便
五
十
文
。

　
　
　
然
ら
ば
、
當
時
如
何
程
の
盤
引
が
運
錆
せ
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
　
　
’
と
あ
り
、
同
年
五
月
の
條
に
は
　
　
、

　
　
か
。
清
踵
法
志
巻
＝
二
四
、
成
豊
十
一
年
六
月
蓑
甲
三
の
上
奏
に
よ
　
、
、
奏
准
。
院
螢
餉
需
支
紬
。
將
准
南
票
盤
。
毎
引
損
鏡
三
百
文
。

　
　
る
に
、
毎
年
額
錆
二
十
四
萬
引
で
あ
っ
た
が
、
威
豊
十
年
に
は
僅
か
　
　
と
見
え
て
い
る
。
こ
の
額
が
同
治
八
年
軍
事
が
終
焉
す
る
ま
で
に
百

　

5
2
@
十
萬
引
、
十
一
年
に
は
錆
籔
七
萬
引
に
過
ぎ
ぬ
歌
態
で
あ
っ
た
。
元
　
　
数
十
萬
貫
に
達
し
た
と
い
う
か
ら
、
毎
年
卒
均
十
萬
貫
絵
の
指
輸
が
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ぼ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
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@
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
他
磁
船
置
造
の
経
費
等
も
塞
商
の
負
櫓
　
　
の
弊
政
を
革
除
し
な
け
れ
ば
官
塵
の
行
錆
は
む
つ
か
し
い
。
そ
こ
で

　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
ギ

　
　
で
あ
つ
た
。
澹
江
内
河
に
は
萱
来
が
林
立
し
て
運
商
の
讐
錆
を
甚
だ
　
　
成
豊
九
年
十
月
、
泰
興
縣
に
官
蓮
を
試
行
す
る
こ
と
エ
し
嬰
十
年
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぢ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

　
　
し
く
妨
げ
て
い
た
こ
と
は
更
に
稿
を
改
め
て
読
く
で
あ
ろ
う
。
　
、
　
　
　
月
、
官
蓮
章
程
を
詳
定
し
て
實
施
に
移
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
に
縣
民
は
貧
富
の
別
な
く
役
所
で
口
敷
、
年
間
需
要
量
を
調

　
　
　
゜
　
五
、
官
蓮
の
侶
行
　
・
　
　
　
　
査
し
・
戸
籍
嬰
造
り
・
そ
の
登
に
贋
て
そ
め
代
債
を
納
め

　
　
　
通
州
屡
の
泰
興
縣
は
こ
れ
ま
で
揚
州
府
の
江
都
・
甘
泉
二
局
郵
・
　
　
さ
せ
、
盤
票
を
給
し
、
之
を
局
に
持
参
し
て
塵
を
受
領
す
る
。
但
し
、

　
　
寳
慮
の
四
州
縣
と
共
に
・
食
塵
地
分
と
し
て
三
千
五
百
引
を
額
錆
す
　
　
縣
城
か
ら
遠
い
田
舎
で
は
、
縣
城
に
赴
い
て
受
領
す
る
に
は
運
費
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
べ
き
で
あ
っ
た
が
付
分
に
も
盤
場
に
近
接
せ
る
關
係
上
、
私
盤
の
透
　
　
臨
債
よ
り
高
く
な
る
か
ら
、
一
定
の
期
日
を
定
め
、
そ
の
地
の
額
票

　
　
漏
が
甚
だ
し
く
、
額
引
が
完
錆
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
道
光
三
　
　
に
鷹
じ
て
局
か
ら
盤
を
其
地
に
蓮
搬
し
て
配
錆
す
る
。
術
私
盤
を
買
　
　
岬

　
子
年
・
票
法
に
改
革
し
て
以
來
・
成
豊
九
年
ま
で
＋
年
間
に
・
僅
か
　
食
し
官
盤
を
食
わ
ぬ
者
は
嚴
罰
に
寧
る
。
．
．
－
　
　
　
8
8

　
　
に
千
吾
引
・
霧
葦
百
五
＋
引
を
錆
費
し
た
の
に
す
ぎ
な
か
っ
　
第
二
、
あ
ら
ゆ
る
浮
蓼
刷
減
し
、
民
生
の
墨
に
資
し
、
鑛
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ

　
　
た
。
從
前
、
本
縣
は
行
盤
道
途
に
は
當
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
江
路
　
　
を
完
納
さ
せ
る
．
牧
支
訟
利
が
あ
れ
ば
公
儲
に
提
出
し
、
七
割
を
以

　
　
が
梗
塞
し
て
以
來
、
行
盤
が
本
縣
を
通
過
す
る
よ
う
に
な
り
、
小
販
　
　
て
穀
を
買
い
、
地
方
荒
歓
の
用
に
備
え
、
三
割
は
保
嬰
．
憧
螢
、
孤

　
　
票
盤
を
滑
途
で
零
責
し
、
私
臨
が
釜
土
蔓
延
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
　
貧
・
書
院
等
の
不
足
の
用
に
機
補
す
る
。
も
し
足
ら
な
け
れ
ば
全
款

　
　
官
盤
は
高
く
私
盤
は
安
い
の
で
、
人
民
は
す
べ
て
私
盤
を
鰍
迎
す
る
。
　
穀
を
買
う
こ
と
に
す
る
。
該
穀
物
は
款
年
米
便
の
昂
貴
に
遇
え
ば
、

　
　
特
に
縣
内
の
富
豪
は
官
塵
等
少
し
も
買
食
し
な
い
。
一
盤
本
縣
割
當
　
　
協
議
の
上
責
却
し
て
市
債
を
亭
ら
か
に
す
る
。
其
鐘
は
貸
出
し
て
利

　
　
の
盤
は
す
べ
て
地
保
に
責
任
を
も
た
せ
て
領
錆
さ
せ
て
い
た
が
、
地
　
　
息
を
計
り
、
成
熟
を
倹
っ
て
又
買
補
し
て
倉
庫
に
納
め
、
災
歎
に
備

　
　
保
は
富
豪
の
賄
を
受
け
て
、
富
豪
に
は
官
盤
を
割
當
て
す
、
儒
弱
の
　
・
え
る
。

　
　
小
民
に
強
制
的
に
萱
り
つ
け
る
の
で
、
擾
累
が
甚
だ
し
か
っ
た
。
こ
　
　
　
第
三
．
局
の
役
人
と
、
民
間
か
ら
公
畢
し
た
廉
正
の
董
事
籔
人
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’



　
　
に
唄
切
の
経
理
を
任
せ
、
責
任
を
分
う
て
稽
核
を
嚴
重
に
す
る
。
　
　
　
と
見
え
て
い
る
。
印
ち
官
蓮
は
璽
政
史
上
か
ら
考
察
ナ
る
時
、
全
く

　
　
　
第
四
、
盤
債
を
減
じ
て
樂
錆
を
渤
め
る
。
泰
縣
の
官
塵
債
は
こ
れ
　
　
　
U
時
的
便
法
で
あ
っ
て
、
招
商
蓮
錯
を
侶
導
す
る
、
い
わ
ば
誘
い
水

　
　
ま
で
毎
斤
二
十
四
交
で
あ
っ
た
が
、
四
文
を
減
じ
て
二
十
文
と
す
る
。
　
の
役
劉
を
演
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
瓦
る
方
法
が
成
豊
時
代
に
盛
、

　
　
私
盤
債
に
比
べ
て
僅
か
ば
か
ρ
高
い
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
縣
邊
は
む
　
　
行
を
見
た
所
に
、
同
時
代
に
於
け
る
盤
政
弊
壌
の
程
度
を
察
す
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
や
み
に
賎
債
を
貧
っ
て
私
璽
を
食
う
こ
と
を
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
で
あ
る
。
螢
利
に
敏
感
な
る
商
人
は
形
勢
を
観
望
し
て
承
蓮
を
望
ま

　
　
　
以
上
は
泰
興
縣
官
運
の
概
略
で
あ
る
が
、
こ
の
後
、
同
治
か
ら
宣
　
　
す
、
政
府
で
は
人
民
の
璽
の
飲
乏
を
放
置
す
る
能
わ
す
、
巳
む
を
得

　
　
統
年
間
に
亘
っ
て
、
爾
准
に
於
て
は
、
源
州
・
來
安
・
全
椒
．
通
．
　
　
す
官
蓮
を
實
施
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
如
六
縣
、
建
昌
徐
准
六
岸
、
河
南
の
西
途
確
三
縣
に
次
々
に
官
運
が

蓉
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
先
例
を
開
い
た
も
の
と
し
差
目
緩
す
゜
　
六
、
結
　
び
　
　
　
　
一

　
　
る
。
爾
准
に
お
け
る
官
運
侶
行
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
清
盤
法
志
巻
　
　
　
陸
建
瀬
の
澹
南
盤
政
改
革
か
ら
、
成
豊
三
年
八
月
、
同
五
年
正
月
．
8
9

　
　
ご
八
官
蓬
　
　
　
　

，
　
　
　
の
改
革
・
普
同
七
年
＋
月
の
改
葎
至
る
毛
、
毎
轟
課
徴
牧
一

　
　
．
建
當
全
罐
．
無
所
謂
官
蓮
也
．
有
之
則
墨
興
後
始
。
方
威
豊
年
聞
。
　
額
の
逓
減
の
歌
況
は
・
薔
か
ら
考
え
る
と
、
臨
政
改
革
叢
整

　
　
　
泰
羅
岸
。
害
辮
蓮
．
迫
同
治
以
後
量
難
嵯
。
濯
招
商
鶉
．
惟
牧
め
ぞ
あ
っ
た
よ
う
に
も
易
る
が
、
簾
茎
く
反
樹
で
、
政

　
　
　
江
蓮
毒
州
萎
以
北
．
私
充
斥
．
無
商
舞
。
乃
設
局
試
轡
蓮
．
全
椒
府
が
霧
を
特
別
に
覆
す
る
た
め
に
・
巳
む
毒
す
し
最
っ
た

繍
晦
灘
翻
踊
欄
鵬
…
ハ
灘
臆
蕪
鷺
帥
韓
髪
器
樋

　
　 @
久
嚢
・
河
南
西
゜
遽
゜
確
三
縣
・
亦
爲
藍
私
零
准
引
不
行
・
宣
統
針
が
誉
、
全
く
蒔
的
の
纏
策
に
麩
し
、
甕
を
極
め
た
．

　
　
　
年
間
・
先
後
改
誓
蓮
・
穰
敵
私
・
暴
抵
制
・
他
嘉
如
六
岸
・
偏
近
そ
れ
は
鷲
行
篭
が
常
に
太
歪
の
侵
籍
さ
ら
さ
れ
、
盤
嚢

謝
場
竈
・
現
亦
馨
蕎
・
而
光
緒
時
・
開
闘
・
岸
・
蜜
始
官
蓮
・
　
　
全
く
肇
藁
躇
し
突
め
で
あ
る
。
募
揚
州
や
鎭
江
等
の
陥
落



2
5
@
に
よ
り
、
或
い
は
行
塵
地
の
清
失
に
よ
っ
て
大
き
な
資
本
を
有
し
て
　
　
分
の
三
に
す
ぎ
す
、
修
理
可
能
切
も
の
を
加
え
て
も
十
分
の
四
を
数

ほ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
い
た
盤
商
が
波
落
し
た
こ
と
も
威
豊
時
代
に
お
け
る
盤
政
崩
壌
の
重
　
　
え
る
に
過
ぎ
ぬ
有
様
で
あ
っ
た
。
、
こ
の
事
實
は
大
牛
の
竈
戸
の
湊
落

　
　
要
起
原
因
の
一
つ
で
あ
る
。
踊
商
の
没
落
に
つ
い
て
は
、
道
光
か
ら
　
　
を
意
味
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
か
よ
う
に
成
豊
時
代
の
後
牛
に

　
　
成
豊
時
代
に
か
ゆ
て
、
阿
片
の
輸
入
そ
の
他
の
た
め
銀
が
國
外
に
疏
’
　
お
い
て
は
准
南
行
盤
地
は
漸
く
゜
牧
復
せ
ら
れ
て
來
る
が
、
璽
場
は
兵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
出
し
、
盤
商
の
資
金
が
枯
渇
し
た
こ
と
も
併
せ
考
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
齪
の
た
め
生
産
設
備
が
荒
慶
し
、
生
産
盤
の
不
足
が
大
き
な
問
題
と

　
　
　
と
こ
ろ
で
成
豊
時
代
に
お
け
る
准
南
塵
政
は
成
豊
七
・
八
年
頃
を
　
　
な
り
つ
瓦
あ
。
っ
た
。
と
れ
よ
弥
先
、
成
豊
三
年
八
月
か
ら
同
七
年
十

　
　
境
と
し
て
そ
の
前
期
と
後
期
と
で
は
大
分
様
相
が
攣
っ
て
來
て
い
る
。
　
二
月
ま
で
、
准
南
に
お
い
て
は
、
兵
臥
の
た
め
盤
務
官
吏
の
生
産
璽

　
　
前
期
に
お
い
て
は
、
’
巳
に
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
盤
場
の
生
産
設
備
　
　
額
の
中
央
へ
の
報
告
は
中
止
せ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
生
産
盤
の
盈
細

　
　
が
完
範
て
お
り
、
竈
戸
の
生
産
肇
全
部
牧
買
す
る
こ
と
が
出
來
に
よ
・
皆
吏
の
謬
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
馨
一

　
　
ぬ
こ
と
が
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
が
、
成
豊
七
八
年
の
頃
に
は
漸
く
　
　
の
停
止
に
よ
っ
て
、
塵
務
官
は
風
潮
水
旱
に
籍
口
し
て
生
産
盤
を
闇
　
9
◎

　
　
s
鑑
が
牧
復
さ
れ
棊
た
・
然
る
に
沈
文
嚢
政
童
暑
六
「
牧
回
に
流
す
等
の
悪
、
事
を
働
て
い
た
。
こ
の
こ
と
が
生
轟
の
不
足
を
一

　
　
准
南
引
地
慮
遵
部
議
迅
速
畢
行
摺
」
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
來
す
原
因
で
も
あ
っ
た
。
然
る
に
、
成
豊
八
年
正
月
に
至
っ
て
、
鰹

　
　
　
威
豊
末
年
。
爾
准
鍼
曖
埣
荒
。
商
逃
竈
困
。
幾
蕩
然
　
。
　
　
　
　
　
　
　
’
　
務
官
吏
の
煎
騨
額
に
封
す
る
題
報
考
藪
を
再
び
始
め
た
こ
と
は
注
目

　
　

ﾆ
あ
り
・
ま
た
・
轟
法
嚢
一
・
九
肇
八
年
正
月
の
條
に
も
　
猛
す
㌔
こ
の
年
か
ら
雲
が
僅
少
な
が
ら
も
藩
し
た
こ
と
塗

　
　
　
准
南
自
遭
兵
褻
。
以
蓮
商
星
散
。
場
商
亦
皆
逃
亡
。
竈
戸
停
煎
。
埣
荒
鐵
塵
。
　
准
南
塵
政
が
漸
攻
甦
生
の
道
を
辿
り
つ
エ
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の

　
　
　
大
局
全
慕
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
外
な
ら
な
い
。
言
い
か
え
る
と
、
太
亭
軍
の
勢
力
の
失
墜
と
反
比

　
　
と
見
え
る
よ
う
に
、
瞳
商
の
淡
落
逃
亡
は
勿
論
の
こ
と
、
生
産
設
備
　
　
例
し
て
、
准
南
盤
の
行
盤
地
は
次
第
に
牧
復
せ
ら
れ
つ
瓦
あ
っ
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
も
全
く
荒
塵
に
露
し
た
。
從
來
准
南
に
は
煎
塵
の
鎌
が
二
萬
六
千
一
　
．
で
あ
る
6
5
清
瞳
活
志
巻
一
〇
九
成
豊
八
年
正
月
の
條
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
エ
ヅ
テ

　
　
百
六
十
九
口
あ
っ
た
が
、
こ
の
頃
使
用
に
堪
え
る
も
の
は
僅
か
に
十
　
　
　
金
陵
克
復
。
江
路
疏
通
。
不
患
錆
数
不
暢
。
韓
恐
無
璽
梱
蓮
。



　
　
と
あ
る
よ
う
に
、
今
や
准
南
に
お
け
る
生
産
塵
の
増
産
が
問
題
と
な
　
　
、
　
⑮
清
塩
法
志
巻
；
＝
一
「
借
運
鄭
塩
」

　
　
っ
た
所
に
准
南
盤
政
回
復
の
曙
光
が
見
ら
れ
る
・
同
治
時
代
に
入
り
、
　
　
⑯
曾
交
正
公
全
集
奏
稿
巻
六
「
請
部
掻
漸
引
用
塩
抵
餉
摺
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
塩
法
通
志
巻
七
三
「
戌
豊
六
年
湘
岸
始
抽
男
塩
税
董
」

　
　
璽
南
盤
政
は
曾
國
藩
．
李
鴻
章
に
よ
っ
て
牛
ぱ
恒
久
的
な
盤
政
が
樹
　
　
　
⑱
清
塩
法
志
巻
一
三
二
「
借
蓮
鄭
塩
」
°
同
書
巻
一
三
九
「
麹
税
」

　
　
立
せ
ら
れ
、
准
南
塵
政
は
三
度
復
活
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
伺
前

　
　
　
補
監
’
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
同
書
巻
＝
二
九
「
湖
北
川
盤
課
利
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
①
拙
稿
「
塩
と
支
那
鷲
會
」
（
東
亜
人
丈
學
報
第
三
巷
第
一
號
、
一
八
八
頁
）
　
　
　
⑳
同
書
巻
＝
二
九
「
成
豊
五
年
十
二
月
條
」

　
　
　
②
同
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
同
前

　
　
　
③
騎
乗
章
「
探
買
濫
璽
濟
食
分
岸
納
課
濟
餉
疏
」
（
成
豊
五
年
）
（
酪
文
忠
公
　
　
　
⑳
同
書
巻
＝
二
九
「
鄭
税
」

　
　
　
　
奏
議
巻
五
湘
中
稿
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
⑳
同
書
巻
一
四
一
「
鄭
税
」
〆

　
　
　
　
清
塩
法
志
巻
＝
二
三
威
豊
三
年
條
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠
同
書
巻
一
三
五
「
加
便
」

　
　
　
④
前
掲
騎
乗
章
奏
議
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
同
書
巷
一
四
六
「
官
制
・
蓮
司
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

　
　
　
⑤
塩
法
議
略
巻
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
濫
南
塩
法
紀
略
巻
一
「
督
塩
院
恰
〔
良
〕
就
場
徴
課
井
改
撹
蓮
鎧
摺
」
　
　
　
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噸

　
　
　
⑥
同
前
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
清
塩
法
志
巻
＝
ご
三
「
商
課
」

　
　
　
⑦
周
濟
「
潅
嵯
問
答
井
序
」
（
盛
康
皇
朝
経
世
交
綾
編
巻
五
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
濫
南
塩
法
紀
略
巻
一
「
督
塩
院
恰
〔
良
〕
江
路
梗
阻
片
引
不
行
未
能
依
限
造

　
　
　
　
清
塩
法
志
巻
＝
二
二
「
借
蓮
鄭
塩
」
成
豊
四
年
條
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
報
奏
鎗
摺
L
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　
　
⑧
清
塩
法
志
巷
＝
二
二
「
借
蓮
郷
塩
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
清
塩
法
志
巻
＝
二
三
「
商
課
」

　
　
　
　
東
華
綾
録
威
豊
一
九
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昌
　
　
　
⑳
同
書
巻
＝
一
六
「
江
甘
食
岸
」
　
－

　
　
　
⑨
嚴
如
燈
「
論
川
塩
」
（
皇
朝
経
世
丈
編
巻
五
〇
）
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
潅
南
塩
法
紀
略
巻
一
「
就
場
課
税
」
　
　
　
　
　
　
，

　
　
　
⑩
清
塩
法
志
巻
＝
ニ
ニ
「
借
蓮
郷
塩
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°
　
　
　
⑳
清
塩
法
志
巻
＝
二
三
「
商
課
」

　
　
　
⑪
濫
南
塩
法
紀
略
巻
三
「
湖
廣
督
院
官
〔
文
〕
由
楚
招
商
探
辮
潅
塩
摺
」
　
　
　
　
　
　
濫
南
塩
法
紀
略
巻
一
「
就
場
課
視
」

　
　
　
⑫
清
塩
法
志
巷
一
三
二
「
借
蓮
郷
塩
」
・
同
書
巻
＝
二
九
「
郷
税
」
　
　
　
　
　
　
⑳
潅
南
塩
法
紀
略
巻
一
「
督
塩
院
治
〔
良
〕
試
辮
就
場
抽
税
摺
」

　
　
　
⑬
潅
南
塩
法
紀
略
巷
三
「
楚
商
試
蓮
潅
塩
詳
」
　
（
成
豊
十
一
年
九
月
蓮
司
喬
　
　
　
（
⑯
同
書
巻
三
「
楚
商
試
蓮
准
塩
詳
」

　
　
　
　
松
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
塩
法
志
巷
一
一
一
「
引
地
引
額
」
・
同
書
巻
＝
二
三
「
商
課
」

　
5
2
@
　
⑭
同
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
濫
南
塩
法
紀
略
巻
二
「
泰
州
局
縫
」



2
7
@
　
　
清
塩
法
志
巻
一
一
一
「
引
地
引
額
」
・
同
書
巻
＝
二
一
二
「
商
課
巳

5
　
　
　
⑱
）
潅
南
塩
法
紀
略
巷
二
「
泰
州
設
総
局
稟
」

　
　
　
⑳
清
代
の
塩
政
ー
陶
樹
の
塩
政
改
革
よ
り
観
た
る
ー
（
近
刊
）

　
　
　
⑳
小
竹
交
夫
氏
「
清
代
に
於
け
る
銀
鏡
比
債
の
憂
動
」
（
「
近
世
支
那
経
経
史

　
　
　
、
研
究
」
所
牧
）

　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
　
　
威
豊
同
治
時
代
銀
債
攣
動
表
　
　
　
　
　
　
　
　
－

年
代
7
謡
盤
一
備
三
典
　
擦

成
豊
　
元
年

　
　
　
二
年

　
三
、
四
年

　
四
年
九
月

　
　
　
五
年

　
五
、
六
年

　
七
年
九
月

　
七
年
＋
月

九
年
＋
二
月

　
　
＋
一
年

同
治
一
、
二

　
　
年

　
　
　
三
年

　
二
〇
〇
〇
交

二
二

Z
〇
1
8
0
0
丈

二
〇
〇
〇
ー
二
九
〇
〇
文

　
二
〇
〇
〇
文

　
二
〇
〇
〇
文

一
四

Z
〇
1
一
ヨ
O
O
交

一
一
〇
〇
文

＝
二
〇
〇
文

＝
ハ
○
○
丈

二
〇
〇
〇
丈

一
五
〇
〇
丈

一
四
〇
〇
文

一
六
〇
〇
丈

蘇
常
松
鎭
太

漸
江
・
江
蘇

江
・
断
州
縣

潅
南
行
塩
地

大
河
以
南

江
断

准
南
行
塩
地

〃
　
　
　
〃

京
城
公
定

濫
南
〃
〃

安
徽
抵
徴
銀

曾
文
正
公
全
集
奏
稿
巻
一
「
備

陳
民
間
疾
苦
疏
」

盛
康
皇
朝
経
世
文
績
編
三
四
・

「
治
賦
篇
」
七

〃
　
〃
　
五
八

潅
南
塩
法
紀
略
一
「
就
場
課

税
」

盛
嵐
厭
皇
蘭
朝
輕
世
文
績
一
編
…
三
山
ハ

〃
　
〃
　
五
八

簿
辮
夷
務
始
末
成
豊
朝
一
七

准
南
塩
法
紀
略
二
「
泰
州
局

極
」

〃
　
　
　
〃

光
緒
會
典
事
例
二
二
〇

清
塩
法
志
＝
二
四

盛
霞
勝
白
蹴
齪
㈱
経
世
文
縮
眠
編
三
山
ハ

〃
　
　
　
〃

五
年
六
月

　
　
六
年

　
　
七
年

　
　
　
八
年

　
　
十
一
年

＋
一
年
六
月

（
三
三
三
文
）
灘
州

　
　
　
　
　
　
安
徽

（
一
三
山
ハ
三
文
）

　
二
〇
〇
〇
丈

　
　
　
　
　
　
各
省

三
〇
〇
」
一
六
8
丈

　
＝
一
〇
〇
丈

　
　
　
　
　
　
京
城
公
定

（
一
山
ハ
ゐ
ハ
山
ハ
文
）

　
　
　
　
　
　
市
便

　
一
五
〇
〇
文

　
　
　
　
　
　
那
湘
院
西

　
一
八
〇
〇
文

　
　
　
　
　
　
長
薦

　
一
八
〇
〇
文

　
　
　
　
　
　
湖
北

　
　
　
　
　
　
潅
南
官
定

　
一
五
〇
〇
文

清
塩
法
志
＝
一
〇

曾
文
正
公
全
集
雑
著
、
「
濫
塩

運
行
院
岸
章
程
」

李
交
忠
公
全
集
奏
稿
一
〇
「
減

漕
未
霊
事
宜
摺
し

盛
康
皇
朝
輕
世
交
績
編
五
九

，
光
緒
會
典
事
例
ニ
ニ
○

曾
文
正
公
全
集
奏
稿
三
二

清
塩
法
志
一
三
〇

曾
丈
正
公
全
集
奏
稿
三
四
「
薦

綱
態
累
請
減
成
本
摺
」

皇
朝
経
世
丈
綴
編
四
四
「
楚
岸

塩
引
濫
川
分
界
行
鎗
疏
」

清
塩
法
志
＝
二
四

噂
9
2

⑳
潅
南
塩
法
紀
略
巻
二
「
督
塩
院
何
（
奎
清
）
覆
奏
簿
辮
塩
務
事
宜
摺
」
　
　
　
｝

⑩
同
書
巻
ヨ
霊
楚
商
試
蓮
潅
塩
詳
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

＠
同
書
巻
二
「
税
塩
加
五
配
割
詳
」

＠
同
書
巻
三
「
楚
商
試
運
濫
塩
詳
」
　
　
　
　
　
　
－
’

⑬
清
塩
法
志
巻
＝
一
〇
「
配
蓮
」
・
同
書
巻
一
五
〇
「
塩
桟
」

⑭
同
前
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

㊥
塩
法
通
志
巻
七
三
「
漕
院
抽
麓
濟
餉
」

⑯
済
塩
法
志
巻
＝
二
四
「
漕
掲
院
掲
」

⑰
同
書
巻
一
＝
一
「
引
目
」

⑱
同
書
巻
一
一
八
「
官
蓮
」

⑲
同
前
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
t

⑳
同
注
⑳
　
ら

＠
清
塩
法
志
巻
一
〇
九
、
成
豊
八
年
正
月
條

⑫
同
前
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

⑧
清
史
稿
本
紀

　
　
　
　
　
　
（
昭
和
二
十
三
年
十
月
稿
、
昭
和
二
十
九
年
十
二
月
補
訂
）



Huai-nan $ijj Salt Policy of Hsien-feng ~S:

of the Ch'ing Dynasty

When the revolting army of the Tai-ping-tien-kuo ::Z'(1f-J(~ occupied

the valley of theYang-tzu :mr, the distribution of salt was stopped in

such important areas sa Hu-pei iM~~, Hu-nan iMm and Chiang-hsi

uES and the inhabitants were suffering from the lack of salt. The
Government endeavoured to enforce the merchants or to assume the
policy to distribute the salt, but in vain. Taking advantage of it, the

black markets were opened and the monopoly income from salt of the

Government was greatly decreased. At the same time, however, the

"Government was overburdened with the military expences to check the

revolts and imposed a tax upon the salt which was traded among

these black markets. This tax was called yen-Ii ~tri, and was extended

henceforward on a nation-wide scale.
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